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第１章 計画策定にあたって  

１ 計画策定の趣旨 

国では、近年の急速な少子化の進行や核家族化・高齢化の進行など、家族や地域、就労・

雇用など子どもや子育てを取り巻く社会環境の変化に対応するため、平成１５（２００３）

年に「次世代育成支援対策推進法」を策定し、地域や職場における総合的な次世代育成支援

対策（次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境の整備）を推進してきま

した。さらに、平成２７（２０15）年には、「子ども・子育て支援新制度」が施行され、幼

児期の教育・保育、地域の子ども・子育て支援の総合的な取組みが推進されています。 

入間市では、「次世代育成支援対策推進法」に基づき、「次世代育成支援行動計画」（前期計

画期間：平成１７（２００５）年～２１（２００９）年、後期計画期間：平成２２（２０１

０）年～平成２６（２０１４）年）を策定し、子育て支援施策に計画的に取り組んできまし

た。平成２７（２０１５）年度からは、「第二次次世代育成支援行動計画」の策定に併せて、

子ども・子育て支援法第６１条に基づく「市町村子ども・子育て支援事業計画」として、幼

児教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保などを定めた「子ども・子

育て支援事業計画」を策定しました。 

平成２７（２０１５）年からの５年間に、市では、乳幼児期の子どもをはじめとして、全

ての子どもと子育て家庭に対する子ども・子育て支援を推進するため、待機児童解消に向け

た幼児教育・保育施設の整備や地域子育て支援拠点の開設など、幼児教育・保育ニーズに対

応するサービス提供を進めてきました。また、平成２９（２０１７）年には全ての家庭が安

心して出産・子育てができるよう、子育て世代包括支援センター「いるティーきっず」を開

設し、妊娠・出産・子育てに関する相談や情報提供、関係機関との調整などを行っています。 

国や市における対策が進められる中でも、出産・子育てへの不安や孤立感を持つ保護者の

増加や、待機児童の発生、子どもの貧困など、子どもや子育てをめぐる環境は厳しさを増し

ており、継続的な支援や多様な機関が連携した対応の必要性が高まっています。 

 妊娠から出産、子育て、子どもの成長を通じて切れ目のない支援を行うために、子どもと

子育て家庭に対する支援や子ども・若者の健全育成、子どもの貧困対策、ひとり親家庭の自

立支援、母子保健など子どもの成長段階に応じた支援を一体的に盛り込んだ総合的な計画と

して、入間市子ども・若者未来応援プランを策定するものです。 
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２ 計画の位置づけ 

入間市子ども・若者未来応援プランは、子育て支援に関連する次の法律等に基づく計画と

して位置づけます。 

 

・子ども・子育て支援法第６１条に基づく「市町村子ども・子育て支援事業計画」 

 （以下「子ども・子育て支援事業計画」といいます。前期に続き、第 2 期子ども・子育て

支援事業計画として位置づけます。） 

・次世代育成支援対策推進法第８条に基づく「市町村行動計画」 

 （以下「次世代育成支援行動計画」といいます。） 

・「新・放課後子ども総合プラン」に基づく「市町村行動計画」 

 （以下「放課後子ども総合プラン行動計画」といいます。） 

・子ども・若者育成支援推進法第 9 条に基づく「市町村子ども・若者計画」 

 （以下「子ども・若者育成支援計画」といいます。「入間市青少年健全育成指針（元気ユー

スプラン）」を引き継ぐものとして位置づけます。） 

・子どもの貧困対策の推進に関する法律第 9 条に基づく「市町村計画」 

 （以下「子どもの貧困対策計画」といいます。） 

・母子及び父子並びに寡婦福祉法第 12 条に基づく「自立促進計画」 

 （以下「母子父子自立促進計画」といいます。） 

・厚生労働省通知に基づく「母子保健計画」 

 

市の上位計画である「入間市総合計画」、人口減少への対応戦略としての「入間市まち・ひ

と・しごと創生総合戦略」並びに「元気ないるま福祉プラン（入間市地域福祉計画）」、「入間

市教育振興基本計画」、「入間市障害者福祉プラン（入間市障害児福祉計画）」その他の子ども

の福祉や教育に関する計画とも整合を図り、調和を保った計画とします。 
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【位置づけ概念図】 
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３ 計画の期間 

 この計画は、５年を１期とします。 

 また、子ども・子育て支援事業計画の部分において、「幼児教育・保育」と「地域子ども・

子育て支援事業」における「量の見込み」と「確保の内容」について、計画の内容と実際の

状況に乖離がある場合は、中間年を目安として計画の見直しを行うものとします。 

 

令和元年度 

２０１９年度 

令和２年度 

２０２０年度 

令和３年度 

２０２１年度 

令和４年度 

２０２２年度 

令和５年度 

２０２３年度 

令和６年度 

２０２４年度 

令和７年度 

２０２５年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

     

 

 

４ 計画の対象 

 この計画は、全ての子ども・若者（おおむね３０歳未満。施策によってはおおむね３９歳

まで対象とします。）とその家庭を対象とします。 

 

５ 計画体制 

 この計画は、市町村子ども・子育て会議の機能を有する「入間市児童福祉審議会」で検討・

審議を行い策定しました。 

 計画策定に当たり、「幼児教育・保育」や「地域の子ども・子育て支援事業」の量の見込み

を把握するため、子ども・子育て支援ニーズ調査を実施しました。また、支援が必要な家庭

の生活実態を把握し、この計画に反映するため「入間市子どもの生活に関する調査」を実施

しました。  

 

入間市子ども・若者未来応援プラン 

 

 

次期 

計画 

第二次入間市

次世代育成支

援行動計画 

子ども・子育

て支援事業計

画 

第６次入間市総合計画 

前期基本計画 後期基本計画 

第２期入間市子ども・子育て支援事業計画 

見直し 次期計

画策定 
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第２章 子育て家庭を取り巻く状況 

１ 人口の推移 

（１） 総人口の推移 

ここ１５年間の入間市の総人口は１５万人前後を推移しており、平成２３年をピークとし

て、８年連続で減少を続けています。 

また、年齢３区分別でみると、６５歳以上の高齢者が増加しており、１４歳までと１５～

６４歳の層は減少を続けていることから、少子高齢化の進行がみてとれます。 

なお、平成３１年では１４歳までが１７，４４０人、１５～６４歳が８８，７３９人、６

５歳以上が４２，１１８人となっており、総人口は１４８，２９７人となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：情報政策課（地区別人口統計、各年 4 月１日現在） 
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（２） 世帯数の推移 

世帯数は増加傾向が続いており、平成３１年には６５，５７９世帯となっています。また、

世帯数の増加に伴って１世帯当り人員は減少を続けており、平成３１年には２．２６人と核

家族化の進行がうかがえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：情報政策課（地区別人口統計、各年 4 月１日現在） 

 

（３） 将来人口の推計 

計画期間の将来人口の推計をみると、微減を続けることが予想されており、令和６年には

総人口が１４３，１９８人となり、「０～１４歳」は１５，７１９人となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：企画課（入間市人口ビジョン 2015） 

  

（人） 
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（４） 出生数の推移 

ここ１４年間の入間市の出生数はゆるやかに減少を続けており、平成３０年は８９４人と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：情報政策課・市民課（住民基本台帳） 

 

（５） 合計特殊出生率の推移 

合計特殊出生率の推移をみると、年によって増減があるものの、「全国」と「埼玉県」の値

を下回って推移しており、少子化傾向が続いているといえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：埼玉県保健医療部 
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（６） 将来児童数の推移 

計画期間の将来児童数の推移をみると、ゆるやかに減少を続けることが予想されており、

令和６年度における市全体の１１歳以下の人口は１２，０３８人となっています。 

また、年齢層ごとの推移についても、全ての年齢層で減少傾向が予想されています。 

 

■０～１１歳 

 全体 
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資料：企画課（入間市人口ビジョン 2015） 
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（７） 女性の労働力率 

女性の労働力率（１５歳以上人口に占める就業者と完全失業者の割合）をみると、２０歳

代後半以降、全体的に平成２２年からやや上昇しており、３０～３４歳と３５～３９歳では

３ポイント程度上回っています。それにより、M 字型のカーブがさらにゆるやかになってい

ます。 

平成２７年国勢調査から２５～４４歳の女性の労働力率・就業率を算出すると、労働力率

は全国で 75.6％、入間市で 73.7％、就業率は 65.9％、入間市で 67.7％となっています。 

■年齢階層別女性の労働力率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

■２５～４４歳の女性の労働力率・就業率  

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（平成２７年） 
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平成22年（入間市） 平成27年（入間市） 平成27年（全国）
（％）

※数値は平成27年入間市
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平成27年（入間市） 16.5 66.2 80.7 70.2 70.1 74.9 76.6 73.8 66.2 48.7 15.3

平成27年（全国） 14.7 69.5 81.4 73.5 72.7 76.0 77.9 76.2 69.4 52.1 16.7

（％） 
就業率 労働力率 
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２ 第１期入間市子ども・子育て支援事業計画点検評価 

 

第１期入間市子ども・子育て支援事業計画（平成２７年度から令和元年度）は、児童福祉

審議会において毎年度点検・評価を行い、進捗状況の確認を行いました。ＡＢＣＤの 4 段階

の評価基準により評価を行い、計画と実績に乖離のある事業については、中間年の平成２９

年度に見直しを行いました。 

 

 評価区分は次の通りです。 

 【評価区分】 

 

 

 

 

 

 

１．幼児期の教育・保育施設 評価結果 

 保育所（園）については、１、２歳児の受け入れ枠を拡充してきたものの、毎年、待機児

童が発生しています。低年齢児の受け入れ枠の更なる拡大に向け、公立保育所、民間保育施

設を合わせて検討し、調整を図っていく必要があります。 

公立保育所の施設の老朽化への対応、認定こども園への移行促進、より良い保育の提供に

向けた質的向上などにも取り組む必要があります。 

小規模保育事業においても１、２歳児の定員は計画どおり拡充されていますが、待機児童

が発生しており、さらなる定員拡充が必要です。 

平成３０年度をもって市立あずま幼稚園が閉園し、市内の幼稚園は全て確認を受けない私

立幼稚園となっています。定員にはゆとりがあり、施設に対する認定こども園への移行に関

する情報提供や、保育の必要な児童の幼稚園・預かり保育の利用促進を図っています。 

 

【認定区分別】 

 

 

 

 

 

 

  

評価 評価基準 

Ａ 計画どおり（計画以上）進んでいる 

Ｂ 概ね計画どおり進んでいる 

Ｃ 計画より遅れている 

Ｄ 計画より大幅に遅れている 

認定区分 事業 評価項目 27年度 達成率 評価 28年度 達成率 評価 29年度 達成率 評価 30年度 達成率 評価

確保の内容 2,030 2,036 2,044 2,062

実績（定員数） 2,030 2,030 2,030 2,030

確保の内容 2,169 2,163 2,155 2,072

実績（定員数） 2,162 2,162 2,188 2,188

確保の内容 164 170 195 176

実績（定員数） 163 164 172 172

確保の内容 685 698 698 750

実績（定員数） 679 699 714 718

95.7%

99.3％

99.4％

1号
幼稚園・

認定こども園
確認を受けない幼稚園

保育園・幼稚園

認定こども園・
確認を受けない幼稚園

保育園

認定こども園

小規模保育事業等

保育園

認定こども園

小規模保育事業等

B B B

98.4%

105.6%101.5％

97.7%

3号
（1・2歳）

B

88.2％

102.3％99.1％

99.7％

99.9％

96.5％

100..1％

100％

99.7％2号

3号

（0歳）
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【施設種類別】 

 

確保の内容 1,637 1,637 1,637 1,632

実績（定員数） 1,630 1,630 1,656 1,656

確保の内容 147 147 147 154

実績（定員数） 149 149 154 154

確保の内容 649 649 649 676

実績（定員数） 649 649 652 652

確保の内容 0 120 120 0

実績（定員数） 0 0 0 ー

確保の内容 0 0 0 0

実績（定員数） 0 0 0 ー

確保の内容 0 0 0 0

実績（定員数） 0 0 0 0

確保の内容 17 23 23 18

実績（定員数） 14 15 18 18

確保の内容 36 49 49 66

実績（定員数） 30 50 62 66

確保の内容 0 0 15 3

実績（定員数） 0 0 0 0

確保の内容 0 0 0 6

実績（定員数） 0 0 0 0

確保の内容 0 0 10 1

実績（定員数） 0 0 0 0

確保の内容 0 0 0 2

実績（定員数） 0 0 0 0

確保の内容 0 0 0 0

実績（定員数） 0 0 0 0

確保の内容 0 0 0 0

実績（定員数） 0 0 0 0

確保の内容 2,562 2,442 2,442 2,502

実績（定員数） 2,080 2,079 1,961 1,897

新制度移行希望 0％ 0％ 0％ 0％

確認を受けない

幼稚園

1号

2号
－

評価

なし
－

評価

なし
－

評価

なし
―

D

評価

なし

B B A B

評価

なし

評価

なし
D

評価

なし

B B B A

0％ ―

101.4%

100%

96.4%

D

－ － 0%

－

126.5％

－ － － ―

－ 0％ 0%

－ － － 0%

評価

なし

評価

なし

－

29年度評価

99.6％

101.4％

100％

達成率

－

－

82.4％

－

0％

－

評価項目

3号

(1・2

歳)

28年度２７年度

－

－

事業所内保育

評価

なし

評価

なし

事業名 認定区分

2号

3号

（0歳）

3号

(1・2

歳)

保育所

1号

2号

幼稚園

83.3％

－

－

評価

なし

評価

なし

評価

なし

評価

なし

評価

なし

評価

なし

評価

なし

評価

なし

－ － ―

－ 0％ 0%

102％ 100%

D

D

評価

99.6％

101.4％

100％

104.8％

100.5％

評価達成率 30年度

評価

なし

評価

なし

評価

なし

達成率

－ ―

78.3％

評価

なし

評価

認可外保育施設

3号

3号

居宅訪問型保育

3号

（0

歳）

認定こども園

小規模保育事業

3号

（0歳）

3号

(1・2

歳)

1号

2号

3号

家庭的保育事業

3号

（0

歳）

3号

(1・2

歳)

―

101.2％

達成率

100%65.2％
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２．地域子ども・子育て支援事業 評価結果 

 利用者支援事業は、妊娠から出産、子育て期にわたり、切れ目のない支援を行うための子育て

世代包括支援センター「いるティーきっず」として、こども支援課内に特定型１か所、 健康福

祉センター内に母子保健型１か所で実施しており、妊娠届出による母子健康手帳交付時には助産

師、保健師が面接を行い、妊娠期からの困りごとや不安の解消に努めています。 

時間外保育事業（延長保育）は、認可保育施設の増加により、計画通りの提供体制を図る

ことができ、ニーズに対応することができています。 

放課後児童健全育成事業（学童保育室）は、施設拡充等により入室定員を増加しました。

一部の地域では、支援員・補助員の十分な確保が難しく、平成３１年４月１日現在、８３人

の待機児童が発生しています。 

地域子育て支援拠点事業は、出張ひろばの開設や常設拠点の整備を進めており、市内全域

で親子の交流の場の提供や子育て相談、情報提供を行っています。 

 幼稚園在園児を対象とした一時預かりは、希望する全ての児童が事業を利用することがで

き、事業の役割は概ね果たしていると考えられます。９施設中８施設で夏休みの預かり保育

も実施しています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 平成２７年度から平成２９年度までは「月の登録児童数×１２か月」、平成３０年度及び平成３１年度は「月の登録児童数」 

※2 「延べ利用者数」 

平成 平成 平成 平成

２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

確保の内容 1 1 1 2

実   績 1 1 2 2

確保の内容 1,294 1,294 1,294 1,382

実   績 1,348 1,359 1,382 1,382

確保の内容 12,960 12,960 12,960 1,137

実   績 11,868 11,489 11,150 992

確保の内容 24 24 24 24

実   績 12 0 10 0

確保の内容 42,531 42,030 41,511 41,014

実   績 43,235 41,904 42,063 43,778

確保の内容 125,960 124,529 122,696 84,000

実   績 40,415 47,518 43,374 52,700

確保の内容 15,000 17,500 17,500 25,720

実   績 21,102 21,471 23,122 24,977

確保の内容 750 750 750 1,000

実   績 984 972 976 976

事業名 単位 達成率 評価 達成率

100% Ａ利用者支援事業 か所 100% B 100% A 200% A

評価 達成率 評価 達成率 評価

116.5% A 100% Ａ
時間外保育事業
（延長保育）

人 104.2% B 105% B

放課後児童健全育成
事業（学童保育室）

人
※１

91.6% C 88.6% C 86% C 87.2%

41.7% B 0% Ｃ

Ｃ

子育て短期支援事業
（ショートステイ）

人
※２

50% B 0% C

地域子育て支援拠点
事業

人
※２

101.6% A 99.7% B 101.3% Ａ 106.7%

35.4% Ｂ 62.7% C

Ａ

一時預かり
（在園児対象）

人
※２

32.1% B 38.2% B

一時預かり
（幼稚園以外）等

人
※２

140.7% B 122.6% B 132.1% Ｂ 97.1%

130.1% Ａ 97.6% Ｂ

Ｂ

病児病後児
人

※２
131.2% B 129.6% B
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幼稚園の在園児以外に実施される預かり保育で、保育所（園） やファミリー・サポート・

センターなどにおける預かり保育事業は、毎年１施設ずつ新設し提供体制の拡大を図ってき

ました。公立・民間保育園、子育て家庭支援センターあいくる、ファミリー・サポート・セ

ンター事業及び子育て緊急サポート事業などで対応しています。 

 病児病後児保育事業は、認可保育施設で実施しています。チラシ等により周知を行ってい

ます。 

 ファミリー・サポート・センター事業は、提供会員、 両方会員 ともに増員となり、会員

総数が平成３０年度には前年より２０人増加しました。子育て緊急サポート事業ととともに

会員確保、必要な人の利用促進に向け周知を行っていきます。 

 妊婦健康診査は、母子健康手帳の交付に合わせて妊婦健康診査助成券を配布し、妊婦健康

診査の受診の勧奨を行いました。 

 乳児家庭全戸訪問事業は、子育て支援の情報提供・育児不安の軽減・保健指導等を行って

おり、出生数に対する訪問率は 99.0％となっています。 

 市の独自事業である元気キッズ、茶おちゃおは、発達支援を要する児童を幅広く受け入れ、

障害の種別や程度、家庭状況等に合わせた発達支援と保護者に対する相談や情報提供の支援

を行っています。 

 

 

  

平成 平成 平成 平成

２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

確保の内容 7,059 7,611 8,146 5,670

実   績 4,283 4,589 5,306 5,452

確保の内容 14,644 14,462 14,294 12,810

実   績 12,431 11,529 11,614 10,562

確保の内容 1,046 1,033 1,021 915

実   績 981 893 909 876

確保の内容 5 5 5 7

実   績 1 3 4 3

確保の内容 35 35 35 65

実   績 33 38 35 43

確保の内容 120 120 120 120

実   績 117 103 117 135

事業名 単位 達成率 評価 達成率 評価 達成率 評価 達成率 評価

96.2% Ｂ
子育て援助活動支
援事業

人
※２

60.6% B 60.3%

79.7% B

B 65.1% Ｂ

Ｂ

81.3% Ｂ 82.4% Ｂ

乳児家庭全戸訪問
事業

戸 93.8% B 86.4%

妊婦健康診査 回 84.9% B

B

B 89% Ｂ 95.7%

80% Ｂ 42.8% Ｂ

元気キッズ（健康
福祉センターの発
達支援事業・独自
事業）

人 94.3% B 108.6%

養育支援訪問事
業、子どもを守る
地域ネットワーク
機能強化事業

世帯 20% B 60%

Ａ 100% Ａ 66.6% Ｂ

97.5% Ｂ 106.2% Ｂ

茶おちゃお（子ど
も未来室事業の通
級指導教室・独自
事業）

人 97.5% Ｂ 85.3% Ｂ
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第 3 章 計画の基本的な考え方 

１ 基本理念 

すべての家庭が安心して子育てができ、 

すべての子ども・若者が健やかに心豊かに育つまち いるま 

 

この計画は、未来の主役である子ども・若者が、心身ともに健やかに成長し、自立するこ

とを応援するための計画です。 

そのためには、全ての家庭において、子育ての第一義的責任を持つ保護者が、必要な支援

を受け、子どもを生み育てる喜びと楽しさを感じながら、安心して子育てができることが必

要です。それとともに、全ての子ども・若者が、ひとりの人間としてその意見が尊重され、

健康的で伸びやかに、心豊かに学び育つことができる環境があることが必要です。そして、

それらをまちぐるみで支援することが必要です。 

市民・地域・市が協力し合い、地域の宝である子ども・若者の成長を温かく見守り、その

生きる力を応援するまちづくりを進めます。 
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２ 基本方針 

基本理念の実現のため、次のことを重視し、施策に取り組みます。 

 

①子どもの権利を尊重し、子どもの幸せを第一に考えます。 

全ての子どもは、誰からも尊ばれ、愛情で守られるべき、かけがえのない存在です。個

人としての尊厳が大切にされ、児童の権利に関する条約の精神に基づき、どのような差別

も受けることなく、心身ともに健やかに育成される社会をつくることが必要です。また、

社会の構成員のひとりとして、子どもの意見を尊重するとともに、支援に当たっては、そ

の子どもにとって最善の利益となるよう考慮します。 

 

②子どもを生み育てる喜びと楽しさを感じられる環境をつくります。 

近年、核家族化の進展や地域のつながりの希薄化、共働きの増加など、子育て家庭を取

り巻く環境の変化によって、子育ての負担や不安、孤立感が高まっています。 

しかし、子育てとは、本来、子どもに限りない愛情を注ぎ、その存在に感謝し、日々成

長する子どもの姿に感動して、親も親として成長するという大きな喜びや生きがいをもた

らす尊い営みです。 

保護者が子育ての責任を果たし、その喜びや楽しさを感じることができるよう、地域や

社会が保護者に寄り添い、子育てに対する負担や不安、孤立感を和らげることを通じて、

保護者が自己肯定感を持ちながら、子どもと向き合える環境を整えます。 

 

③子ども・若者の育ちと子育てを、地域ぐるみで支援します。 

学校、職場、地域など、社会のあらゆる分野の人々が、全ての子ども・若者の健やかな

成長を実現するという社会全体の目的を共有し、子ども・若者の育ちや子育て支援の重要

性を理解し、相互に協力しながら、それぞれの役割を果たすことが重要です。 

事業者においては、子育て中の労働者が、男女を問わず子育てに向き合えるよう、ワー

ク・ライフ・バランスが図られる職場環境の整備が求められます。 

地域においては、子ども・若者が地域の宝であることを理解し、地域コミュニティーの

中で子ども・若者を育むことができるよう、地域活動を支援するととともに、子育て家庭、

子ども・若者の地域社会への参画を支援します。 

 

④未来をつくる子ども・若者の生きる力を応援します。 

一人ひとりの子ども・若者が、健やかに成長し、社会とのかかわりを自覚しつつ、自立

した個人としての自己を確立し、他者とともに次代の社会を担うことができるよう、子ど

も・若者の意見を尊重し、居場所をつくり、地域社会への参画を支援し、豊かな体験がで

きる環境を整えることで、生きる力を応援します。 
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３ 基本目標 

基本理念「すべての家庭が安心して子育てができ、すべての子ども・若者が健やかに心豊

かに育つまち いるま」を形成していくために、次の６つの基本目標を定めます。 

 

基本目標 １ 

子どもの権利を守るために 

子どもの持つ「生きる権利」「育つ権利」「守られる権利」「参加する権利」が尊重され、

子どもが命を守られて成長し、人種や性別などで差別されず、常にその子どもにとって最

もよいことを第一に考えられる社会となるよう、子どもの権利に関する周知と理解促進、

児童虐待の発生予防や早期発見・早期対応に向けた取り組みや、障害がある子どもの支援

施策の充実、多様性を認める環境の整備について取り組みます。 

施策の方向性 ●子どもの権利の周知と理解 

●児童虐待防止対策の充実  

●障害児施策の充実 

●多様性を認める環境整備 

 

基本目標 ２ 

幼児教育・保育を充実させるために 

乳幼児期に遊びや生活を通して、生きる力の基礎となる心身の成長や基本的生活習慣な

どの生涯にわたる人間形成の基礎を培うことができるよう、子ども一人一人の発達に応じ

た幼児教育・保育を充実します。 

施策の方向性  ●幼児期の教育・保育施設の充実 

●幼児教育・保育環境の整備 

 

基本目標 ３ 

地域で子育ち・子育てを支援するために 

男女ともに保護者がしっかりと子どもに向き合い、家庭での子育ての負担や不安、孤立

感を和らげ、子育ての喜びや楽しさを感じることができるようにするために、全ての家庭

と子どもを対象にした多様な子育て支援を推進し、地域社会全体で子どもの育ちと子育て

を支援します。また、小学生が安心・安全に活動できる放課後の居場所や活動の場づくり

を推進します。 

施策の方向性  ●多様な子育て支援事業の充実 

●放課後の居場所や活動の場づくりの推進 

●仕事と家庭の両立支援の推進 

●地域ぐるみの支援 

子ども・子育て支援事業計画 

放課後子ども総合プラン行動計画 

子ども・子育て支援事業計画 
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基本目標 ４ 

若者が自分らしく自立し、躍動できるために 

自立意識や他者理解等の社会性の発達が進む思春期・青年期に、自分の力を伸ばし、自

信と希望をもって社会を生き抜く力を育てるため、様々な体験や交流活動の機会を提供し

ます。また、若者がつまづき、困難な状況に陥った場合には、見守り、手を差し伸べるこ

とのできる地域社会をつくります。 

施策の方向性  ●若者自身の力を伸ばし、自信と希望をもって社会を生き抜く力を育 

てるための取組 

●困難な状況に応じた支援 

●次世代の育成 

●健やかな成長を支える環境の整備 

 

基本目標 ５ 

生まれ育った環境に左右されないために 

全ての子どもが、経済的困難やひとり親家庭など家庭の状況に関わらず、幼児教育・保

育の機会を得、健やかに成長できるよう、環境を整え、必要な支援が届くよう仕組みづく

りを進めます。 

施策の方向性  ●子どもの貧困への対策 

●ひとり親家庭への支援の充実 

 

基本目標 ６ 

親子の健康を増進するために 

安心して妊娠・出産・子育てができるよう、妊娠期からの切れ目ない支援体制を整え、

母子の心身の健康を守るために、健康診査や相談事業などの母子保健事業の充実を図りま

す。また、小児医療を安心して受けられるよう、夜間、休日の診療体制の充実や、予防接

種の促進に努めます。 

施策の方向性  ●妊娠期からの切れ目ない支援 

●保健対策の充実 

●小児医療の充実・予防接種の実施 

 

 

で囲んだ計画名は、P.２で示した入間市子ども・若者未来応援プランの位置づけとなっている計画名

です。該当する基本目標において、主にそれらの計画に関する施策が集約されていることを示します。 
  

子ども・若者育成支援計画 

子どもの貧困対策計画 

母子保健計画 

母子父子自立促進計画 
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４ 施策の体系 

 

 

基本目標 施策の方向性

1 子どもの権利の周知

2 人権教育の推進

3 子どもの人権を守るための環境整備
 

4 要保護児童対策地域協議会における連携強化

5 子ども家庭総合支援拠点

6 養育支援訪問事業

7 スクールカウンセラー、さわやか相談員、スクールソーシャルワーカー等の配置

8 子どもに関する専門知識・技術を要する支援における連携

9 里親への支援

10 児童虐待防止啓発事業

11 子どもの権利擁護
 

12 児童発達支援センター

13 茶おちゃお

14 障害児支援の確保とサービスの充実

15 医療的ケア児の支援

16 障害のある子どもの保育所等への受け入れ

17 ユニバーサルデザイン環境の整備
 

① 性の多様性の尊重
18 性的マイノリティのための相談支援

② 外国につながる子どもへの支援
19 外国人相談支援

20 日本語教室等の支援

21 利用者支援事業による情報提供（多言語対応）

22 保育所（園）・認定こども園・小学校の受入体制の整備（日本語指導等）

 

 

24 幼児教育・保育の無償化への適切な対応

25 実費徴収に係る補足給付事業

26 多様な事業者の参入促進・能力活用

27 幼児教育・保育の一体的提供・連携の推進

28 産後の教育・保育の円滑な利用

29 幼児教育から小学校への円滑な接続

30 保幼小の連携

31 幼稚園教諭・保育士等に対する研修の充実

32 幼稚園教諭・保育士等に対する処遇改善への取組

33 ＩＣＴの活用等による幼児教育・保育の質の向上

34 幼児教育・保育施設の第三者評価の推進

35 幼児教育アドバイザーの配置

 

36 利用者支援事業（基本型）

37 時間外保育（延長保育）事業

38 ショートステイ

39 地域子育て支援拠点事業

40 一時預かり事業（幼稚園・認定こども園）

41 一時預かり事業（保育所・ファミリー・サポート・センター・支援拠点）

42 病後児保育

43 子育て緊急サポート事業

44 ファミリー・サポート・センター事業

45 子育て援助活動支援事業利用料助成

46 幼稚園・保育所（園）・認定こども園における地域の子育て支援

47 子育て支援情報の発信

48 子育て支援の人材確保
 

施策の方向性 2 49 学童保育室と放課後子ども教室の充実

50 児童センター事業

 

51 ワーク・ライフ・バランスの推進

52 イクボス・イクメンの推進

 

53 三世代同居近居の支援

54 子育て家庭の地域参加の促進

55 地域ボランティアの活動の促進

　

　

地

域

で

子

育

ち

・

子

育

て

を

支

援

す

る

た

め

に

施策の方向性 １

　多様な子育て支援事業の充実

放課後の居場所や活動の場づくりの推進

施策の方向性 3

　仕事と家庭の両立支援の推進

施策の方向性 4

　地域ぐるみの支援

関連事業

施策の方向性 ２

　児童虐待防止対策の充実

施策の方向性 3

　障害児施策の充実

施策の方向性 ４

　多様性を認める環境整備

施策の方向性 １

　子どもの権利の周知と理解

　

子

ど

も

の

権

利

を

　

守

る

た

め

に

幼

児

教

育

・

保

育

を

充

実

　

さ

せ

る

た

め

に

施策の方向性 1

　幼児期の教育・保育施設の充実
23 幼児教育・保育の量の見込みと確保の内容

施策の方向性 2

　幼児教育・保育環境の整備

１

２

３
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基本目標 施策の方向性

① 自ら学び行動する力の向上
56 若者がまちづくりに参画する機会の充実

57 成人式

施策の方向性 １ 58 主権者教育

59 多様な体験活動の機会の情報提供

60 情報・消費機会等への対応力の向上

② 体験や交流を通じた自立に必要な力の育成
61 多様な体験・交流活動の推進（青少年の体験交流事業・国際交流）

62 青少年活動センター事業

63 文化芸術・スポーツ活動の推進

64 居場所づくりの推進

③ やりがいを持って働く力の育成
65 中学生社会体験チャレンジ事業

66 就労支援・就労支援機関との連携

 

① 困難な状況ごとの支援
67 不登校・いじめ・自殺対策

68 ひきこもりの若者支援

69 障害のある若者の支援

70 非行防止活動等の推進

71 相談体制の充実

② 学びの支援
72 生活困窮世帯やひとり親家庭等の生徒に対する学習支援

③ 経済的な支援・暮らしの支援
73 小中学校児童・生徒に対する就学援助

74 奨学金の貸与

75 生活困難者自立支援事業
 

① 家庭における親育ちを応援
76 次代の親の育成事業

77 健全育成に対する意識啓発

78 思春期の保健対策
 

① 安全安心な環境整備
79 関連機関の連携強化

80 地域安全活動の推進

81 有害情報等への対応

② 地域における多様な担い手の活用と育成
82 地域のネットワークづくり

83 担い手となる人材の育成
 

84 スクールソーシャルワーカーと福祉・医療とのの連携による支援

72 〈再計〉生活困窮世帯やひとり親家庭等児童学習支援

85 小学生学習支援

73 〈再掲〉小中学校児童・生徒に対する就学援助

74 〈再掲〉奨学金の貸与

86 母子・父子自立支援事業

75 〈再掲〉生活困窮者自立支援事業

87 生活困窮世帯の保護者に対する就労支援事業

88 生活困窮世帯に対する食を通じた支援

82 〈再掲〉地域のネットワークづくり

89 生活問題を早期に解決するための相談体制の強化
 

90 ひとり親家庭等児童学習支援

91 ファミリー・サポート・センター事業／子育て緊急サポート事業

45 〈再掲〉子育て援助活動支援事業利用料助成

92 児童扶養手当

93 ひとり親家庭等医療費扶助

94 母子・父子並びに寡婦福祉資金貸付制度

86 〈再掲〉母子・父子自立支援事業

95 自立支援プログラム策定の検討

96 ハローワーク等との連携による就労支援

97 母子家庭または父子家庭への自立支援給付金の支給

98 情報提供の充実
 

99 子育て世代包括支援センター（利用者支援事業母子保健型）

100 乳児家庭全戸訪問事業

101 妊娠・出産・子育てに対する教育・相談

102 産前・産後ケア事業
 

103 妊婦健康診査

104 乳幼児健康診査（３～４か月児、１歳６か月児、３歳児）

105 食育の推進
 

106 救急医療体制

107 夜間診療所

108 予防接種

　

生

ま

れ

育

っ

た

環

境

に

　

左

右

さ

れ

な

い

た

め

に

施策の方向性 1

　子どもの貧困への対策

施策の方向性 2

　ひとり親家庭への支援の充実

　

若

者

が

自

分

ら

し

く

自

立

し

、

　

躍

動

で

き

る

た

め

に

若者自身の力を伸ばし、

自信と希望をもって社会を

 生き抜く力を育てるための取組

施策の方向性 2

　困難な状況に応じた支援

施策の方向性 3

　次世代の育成

施策の方向性 4

　健やかな成長を支える環境の整備

　

　

親

子

の

健

康

　

　

を

増

進

す

る

　

　

た

め

に

施策の方向性 １

　妊娠期からの切れ目ない支援

施策の方向性 2

　保健対策の充実

施策の方向性 3

　小児医療の充実・予防接種の実施

関連事業

４

５

６
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第４章 施策の展開 

 この章では、子どもや子育て家庭を取り巻く現状と課題を踏まえて、本市の子ども・子育

て支援の施策の具体的な内容を体系に沿って記載しています。 

   

■子ども・子育て支援新制度（平成２７年～） 

平成２４年に成立した子ども・子育て関連 3 法に基づく子ども・子育て支援新制度が平

成２７年 4 月 1 日から本格施行されました。 

新制度には、幼稚園、保育所（園）、認定こども園などの施設型給付と小規模保育や居宅

訪問型保育などの地域型保育給付からなる「子どものための教育・保育給付」、新制度へ未

移行の幼稚園や特別支援学校、預かり保育事業、認可外保育施設等の費用が給付される「子

育てのための施設等利用給付」、地域子育て支援拠点事業や一時預かり事業など地域の実情

に応じて行われる「地域子ども・子育て支援事業」があります。 

「子ども・子育て支援事業計画」では、「子どものための教育・保育給付」と「地域子ど

も・子育て支援事業」について、計画期間中の需要量の推計値である「量の見込み」と本

市の提供体制である「確保の内容」を定めることとなっています。 

 

子ども・子育て支援新制度の概要 

子ども・子育て支援給付その他の子ども及び子どもを養育している者に必要な支援(第１条) 

子ども・子育て支援給付(第８条) その他の子ども及び子どもを養育している者に必要な支援 

子どものための教育・保育給付 
(第２章第３節、第３章第１節) 

子育てのための施設等利用給付 

(第２章第４節、第３章第２節) 
地域子ども・子育て支援事業 

(第４章) 

仕事・子育て両立支
援事業(第４章の２) 

 認定こども園・幼稚園・保育所・小規模 

保育等に係る共通の財政支援 

幼稚園<未移行>、認可外保育施設、 

預かり保育等の利用に係る支援 

地域の実績に応じた 

子育て支援 

仕事と子育ての 

両立支援 

 
 

 

幼稚園<未移行> 
(第７条第 10 項第２号) 

 

 

特別支援学校 

(第７条第 10 項第３号) 
 

 

預かり保育事業 

(第７条第 10 項第５号) 
 

 

認可外保育施設等 
(第７条第 10 項第４号、６号～８号) 

 

・認可外保育施設 

・一時預かり事業 

・病児保育事業 

・子育て援助活動支援事業 

(ファミリー・サポート・センター事業) 
 

認定こども園(国立・公立大学法人 

立)も対象(第７条第 10 項第１号) 

・利用者支援事業 

・地域子育て支援拠点事業 

・一時預かり事業 

・乳児家庭全戸訪問事業 

・養育支援訪問事業 

・子育て短期支援事業 

・子育て援助活動支援事業 

(ファミリー・サポート・センター事業) 

 

・延長保育事業 

・病児保育事業 

・放課後児童クラブ 

  

・妊娠検診 

・実費徴収に係る補足給付を行う事業 

(幼稚園<未移行>における低所得者世 

帯等の子どもの食材費(副食費)に対す 

る助成(第 59 条第３号ロ)) 

・多様な事業者の参入推進・能力活用事業 

・企業主導型保育事業 

⇒ 事業所内保育を主軸

とした企業主導型の

多様な就労形態に対

応した保育サービス

の拡大を支援(整備

費、運営費の助成) 

 

・企業主導型ベビーシッ

ター利用者支援事業 

⇒ 繁忙期の残業や冶金

等の多様な働き方を

している労働者が、低

廉な価格でベビーシ

ッター派遣サービス

を利用できるよう支

援 

 

                                  資料：内閣府 

                                   

 

 

 

 

 

施設型給付

認定こども園０～５歳 

 
 

幼稚園 

３～５歳 

保育所 

０～５歳 

※ 私立保育所については、児童福祉法第 24 条により市町村が 

保育の実施義務を担うことに基づく措置として、委託費を支弁 

地域型保育給付費 

小規模保育、家庭的保育、 

居宅訪問型保育、事業所内保育 

 
 
※ 幼保連携型については、認可・指導監督の一本
化、学校及び児童福祉施設としての法的位置づけを
与える等、制度改善を実施 

幼保連携型

幼稚園型 保育所型 地方裁量型 

施設等利用費 

市町村主体 国主体 
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■提供区域 

  子ども・子育て支援事業計画の幼児教育・保育と地域子ども・子育て支援事業は、提供

区域を定める必要があります。 

  本市では、現在の幼児教育・保育実施状況や施設の配置状況などを勘案して、一部の事

業を除き、全市を一地区として幼児教育・保育提供区域に設定しました。 

  なお、学童保育室は小学校区ごと、地域子育て支援拠点事業は地域コミュニティとの関

係性を踏まえ、公共施設マネジメント事業計画における地区区分の 9 地区に設定しました。   

事 業 区 域 

下記２事業を除く全事業  全市 

放課後児童健全育成事業（学童保育室） 小学校区ごと 

地域子育て支援拠点事業 公共施設マネジメント事業計画における

9 地区 

  

■目標設定 

  この計画では、計画期間 5 年間の目標値を設定し、計画的な施策の推進を図るとともに、

施策の進捗状況を確認する基準として活用することとします。  

◎子ども・子育て支援事業計画の量の見込みと確保の内容 

子ども・子育て支援事業計画で設定することとされている次の事業については、需要

量の推計値である「量の見込み」と本市の提供体制である「確保の内容」を定めていま

す。この２つは、年度ごと、かつ教育・保育提供区域ごとに定めており、「量の見込み」

と「確保の内容」に差がある場合には提供体制など事業の整備を図ります。 
 

事業名 事業番号 

幼児期の教育・保育施設 23 

利用者支援事業 36・99 

時間外保育（延長保育）事業 37 

放課後児童健全育成事業（学童保育室） 

（以下「学童保育室」といいます。） 
49 

子育て短期支援事業（ショートステイ） 

（以下「ショートステイ」といいます。） 
38 

地域子育て支援拠点事業 39  

一時預かり事業 40・41 

病児保育事業（以下「病後児保育」といいます。） 42・43 

子育て援助活動支援事業（以下「ファミリー・サポート・セ

ンター事業」「子育て緊急サポート事業」といいます。） 
43・44 

妊婦健康診査 103 

乳児家庭全戸訪問事業 100 

養育支援訪問事業 6 

実費徴収に係る補足給付事業 25 

多様な事業者の参入促進・能力活用 26 

※実費徴収に係る補足給付事業、多様な事業者の参入促進・能力活用は、量の見込みと 

 確保の内容を示しません。 
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■表の見方 

  〈記載例〉地域子育て支援事業  
 

6 養育支援訪問事業 

    ●目標設定● 指標：延べ利用世帯数 

    【区域設定：全市】 （世帯） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み① 9 9 9 9 9 

確保の内容② 9 9 9 9 9 

差（②－①） 0 0 0 0 0 

  

  〈記載例〉 幼児教育・保育  

【区域設定：全市】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①指標項目 

②提供区域の区域設定（全市、小学校区ごと、公共マネジメント計画における 9 地区） 

③計画年度 

④量の見込みと確保の内容の単位 

⑤各年度の「量の見込み①」 

 （認定区分ごとの幼児教育・保育の利用が見込まれる児童数の推計結果） 

⑥各年度の「確保の内容②」（本市における各事業の認定区分ごとの提供体制） 

⑦各年度の「確保の内容②」と「量の見込み①」の差 

（ここの値が正の値の場合は、需要に対して提供体制が十分であることを示します。 

 一方で「▲」が付されている負の値の場合は、需要に対して提供体制が十分ではない 

 ことを示します） 

 

１ 
２ ３ 
５

４ 
６

７

２ ４ 
５ 
７

６

３ 
（単位：人）

0歳 1・2歳 0歳 1・2歳 0歳 1・2歳

1,270 1,652 162 779 1,233 1,602 166 779 1,201 1,561 170 779

１号（３～５歳）・３号（０～２歳） 1,270 162 779 1,233 166 779 1,201 170 779

318 308 300

1,334 1,294 1,261

1,969 2,112 158 767 1,969 2,124 168 775 1,969 2,124 168 775

特定教育・保育施設 15 1,624 139 699 15 1,636 149 707 15 1,636 149 707

保育所（園） 1,558 125 659 1,570 135 667 1,570 135 667

新制度に移行した幼稚園 0 0 0 0 0 0

認定こども園 15 66 14 40 15 66 14 40 15 66 14 40

特定地域型保育事業 18 66 18 66 18 66

小規模保育 18 66 18 66 18 66

家庭的保育 0 0 0 0 0 0

居宅訪問型保育 0 0 0 0 0 0

事業所内保育 0 0 0 0 0 0

0 1 2 0 1 2 0 1 2

認可外保育施設 0 0 0 0 0 0 0 0 0

上記以外 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,954 488 1,954 488 1,954 488

699 460 ▲ 4 ▲ 12 736 522 2 ▲ 4 768 563 ▲ 2 ▲ 4

２号認定・幼稚園利用以外

確保の内容（提供体制）②

企業主導型保育施設の地域枠

確認を受けない幼稚園

確保の内容と量の見込みの差

②-①

量の見込み①

２号認定・幼稚園利用

3号
1号 2号

3号
1号 2号

3号
1号 2号

令和２年度 令和３年度 令和４年度
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◎市独自の目標値 

子ども・子育て支援事業計画における量の見込みと確保の内容以外にも計画の着実な

推進を図るために、市独自の目標値を設定しました。 

 

■表の見方 

 〈記載例〉市独自の目標値  
 

5 子ども家庭総合支援拠点 こども支援課 

 子どものしつけや生活習慣、学校生活、非行などに関する相談に応じる家庭児童相談員と、

妊娠から出産、子育ての様々な悩み等の相談に応じる子育て世代包括支援センター（いるテ

ィーきっず）を包括する「子ども家庭総合支援拠点」を整備します。 

 子どもとその家庭や妊産婦等を対象に、実状の把握、子ども等に関する相談全般から通

所・在宅支援を中心としたより専門的な相談対応や必要な調査、訪問等による継続的なソー

シャルワーク業務まで行う機能を担います。  

 ●目標設定● 児童虐待対応人数 

  現状値 188 人（平成３０年度）➡225 人（令和６年度） 

 

 

①指標項目 

②直近の本市の現状値 

③達成年（年度）における目標値 

 

 

１ 
３ ２ 
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基本目標１ 子どもの権利を守るために 

 

 

全ての子どもが、心身ともに健康に、自分らしく育つことができるようにするためには、

子どもも一人の人として人権を持つこと、保護者をはじめとする大人は子どもの人権を認め、

成長の過程で必要な保護やケアを受けられるよう支援する必要があることなど、子どもの権

利について周知を図り、理解を深められるようにする必要があります。 

児童虐待やいじめなどは子どもの人権を侵害する行為であり、その予防と早期発見・対応

のための取組の強化が課題となっています。 

本市では、要保護児童対策地域協議会を中心として児童虐待に対する対応の強化を図ると

ともに、関係機関との連携により児童虐待の早期発見や防止対策を推進してきました。虐待

児童数は、増加傾向にあり、これは地域や子育て家庭の児童虐待に対する関心の高まりであ

ると同時に複雑な家庭環境に育つ子どもや、子育てに行き詰まりを感じる保護者が増加して

いることの現れでもあります。全国でも子どもが犠牲になる事例が続いており、一層の対策

が必要です。また、子どもの人権に関わるいじめや不登校、ひきこもり状態にある子どもも

増加しており、これらの子どもが抱える問題に対し家庭や学校だけでなく関係機関が連携し

て適切な対応を図ることが必要であり、子どもたちが安心して相談できる体制の強化も重要

です。 

また、全ての子どもがともに安心して暮らし、成長できるよう、障害のある子どもに対し、

障害の早期発見・早期療育とニーズに応じたサービス、子どもや保護者を支える相談体制な

どを整え、障害のある子どもの健やかな成長と自立を支援する必要があります。 

さらに、本市では外国人人口が増加傾向にあり、日本語指導が必要な児童も増加している

ことから、生活や学習に支障が出ないよう保護者を含めたきめ細かな支援が必要です。 

 

 

児童虐待とは 

身体的虐待 ····· 殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる 等 
性的虐待········· 子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィの被写体にする 等 

 ネグレクト ······· 家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気に

なっても病院に連れて行かない 等 
 心理的虐待 ······ 言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目前で家族に暴力をふるう

（DV）等  

現状と課題
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■虐待児童数の推移 

各年度、新たに地域から通報（通告）のあった虐待児童数（虐待を受けた疑いがあ

り、安全確認を行ったものを含む）は年度により増減があるものの増加傾向にあり、

平成 30 年度には 188 人となりました。虐待の内容は、身体的虐待６６人、心理的虐

待８９人、ネグレクト３３人となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

こども支援課（各年度 3 月 31 日現在） 

 

■障害者・障害のある子どもの推移 

障害者手帳所持者数は身体障害、知的障害、精神障害ともに増加傾向にあります。

知的障害では、１８歳未満の手帳所持者数は２００人台で推移しており、平成３０年

度には２８２人となっています。 

 

 障害者手帳所持者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 療育手帳（知的障害）所持者数の内訳 

 

 

 

 

 

 

 

障害者支援課（各年度 3 月 31 日現在） 

  

 

（人） 

（人） 

（人） 
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■外国人人口の推移 

外国人人口は毎年増加しており、令和元年９月現在２,２６７人、総人口に占める割

合は 1.6％となっています。 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

入間市住民基本台帳（各年９月 1 日現在） 

 

  

1,527
1,645

1,848

2,037
2,2671.0

1.1

1.2
1.4

1.6

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年

外国人人口 総人口に占める外国人の割合
（人） （％）



27 

施策の方向性１ 子どもの権利の周知と理解 

子どもの権利が尊重され、全ての子どもが大切にされる社会を目指し、子どもの権利に

ついて積極的な周知・啓発を行うとともに、人権教育など学びの機会の提供に努めます。 

 

 

 

１ 子どもの権利の周知 こども支援課 

 子ども自身が、子どもの権利を理解し、その権利を等しく持っていることを学ぶため、「こども

の権利」のリーフレットを作成し、小学生・中学生に配布します。また、広報紙やラジオ等を通

じ、子どもの権利の周知啓発に努めます。 

2 人権教育の推進 学校教育課 

 小中学校の授業において、命の大切さ、いじめ問題や基本的人権の学習を行うとともに、全校

で人権について広く学ぶ機会を設け、子どもたちが人権問題を身近な課題として捉え、理解が深

められるよう推進します。 

3 子どもの人権を守るための環境整備 こども支援課 

社会教育課 

人権推進課 

 家庭・学校・地域など様々な場面において、子どもの権利について理解を深め、意識の向上を

図るため、子どもの人権に関する講演会等を開催し、子どもを大切にする環境づくりを推進しま

す。 

 

 

 

 

  

関連事業 
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施策の方向性 2 児童虐待防止対策の充実 

児童虐待を防止するため、児童虐待防止に関する意識啓発を行うとともに、養育に不安

や課題を抱える家庭を見守りや相談を通じて支援し、虐待の発生予防、早期発見・対応に

努めます。 

 

関連事業 

 

4 要保護児童対策地域協議会における連携強化 こども支援課 

 「要保護児童対策地域協議会」において、要保護児童や特定妊婦に関して、適切な支援を図る

ために必要な情報交換や支援内容に関する協議を行います。これらの協議の中で、適切な役割分

担や情報共有を通じて関係機関の連携強化に取り組みます。 

５ 子ども家庭総合支援拠点 こども支援課 

 子どものしつけや生活習慣、学校生活、非行などに関する相談に応じる家庭児童相談員と、妊

娠から出産、子育ての様々な悩み等の相談に応じる子育て世代包括支援センター（いるティーき

っず）を包括する「子ども家庭総合支援拠点」を整備します。 

子どもとその家庭や妊産婦等を対象に、実状の把握、子ども等に関する相談全般から通所・在

宅支援を中心としたより専門的な相談対応や必要な調査、訪問等による継続的なソーシャルワー

ク業務まで行う機能を担います。 

 ●目標設定● 児童虐待対応人数 

  現状値 188 人（平成３０年度）➡225 人（令和６年度） 

 

6 養育支援訪問事業 こども支援課 

 養育支援が特に必要と判断した家庭に対し、保健師・助産師等がその居宅を訪問し、養育に関

する指導・助言等を行い、適切な養育の実施の確保を図ります。 

  ●目標設定● 指標：延べ利用世帯数 

  【区域設定：全市】 （世帯） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み① 9 9 9 9 9 

確保の内容② 9 9 9 9 9 

差（②－①） 0 0 0 0 0 
 
 

 

 

 

 

 

 

関連事業 
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7 スクールカウンセラー、さわやか相談員、スクールソーシャルワーカー

等の配置 

学校教育課 

 各小中学校にスクールカウンセラーを配置しています。主に、児童・生徒や保護者の心理面の相談に

乗っています。各中学校にさわやか相談員を配置しています。生徒や保護者の相談に乗ります。 

 教育センターにスクールソーシャルワーカーを 3 名配置しています。問題を抱える子どもたち

の環境改善を図るために、児童・生徒や保護者・教員を支援します。 

8 子どもに関する専門知識・技術を要する支援における連携 こども支援課 

 児童虐待防止、母子家庭及び父子家庭の自立支援、障害児など特別な支援が必要な子どもの施

策の充実に当たり、関係する計画や施策等と連携を図り、どの子どもについても分け隔てない支

援を行います。 

 また、児童相談所及び自治体間の情報共有の徹底化を図り、要保護児童対策協議会において支

援が必要とされている家庭が転居した際には、情報の円滑な引き継ぎに努めます。 

9 里親への支援 こども支援課 

 児童相談所による里親入門講座の開催に協力し、里親に関する周知啓発に努めます。また、里

親会の研修会、交流会、懇親会等の開催等を通して里親の支援を行います。 

10 児童虐待防止啓発事業 こども支援課 

 

 オレンジリボンキャンペーンの実施などにより、児童虐待防止の啓発を図り、児童虐待のない
社会づくりを推進します。 

 

11 子どもの権利擁護 
こども支援課 

社会教育課 

  体罰や暴力が子どもに及ぼす悪影響や体罰によらない子育てに関する理解が広まるよう「子ど

もに分かりやすい伝え方」等の講座を実施します。 

 ●目標設定● 暴力や体罰によらない子育てを学ぶ講座の開催回数 

  現状値 1 回（平成３０年度）➡４回（令和６年度） 

 

 

お子さんと保護者の方の相談に応じます 

 スクールカウンセラー················· 臨床心理士資格を持つカウンセラーが心理や発達に関する 

専門的な相談に応じます。 

（市内全ての公立小・中学校で月１～３日実施） 

 さわやか相談員···························· 生徒や保護者の相談に応じます。 

                 市内全ての公立中学校にさわやか相談室があります。   

スクールソーシャルワーカー ······ 問題を抱える子どもたちの環境改善を図るために、学校の 

要請に基づいて福祉や医療への接続や児童・生徒や保護者と

の面談を実施します。（教育センターに配置されています） 
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施策の方向性３ 障害児施策の充実 

障害のある子どもの生活を支えるには、福祉・保健・教育の関係機関が連携し、総合的

に取り組むことが必要です。障害の早期発見・早期療育に努め、各種相談体制を充実する

とともに、必要な療育支援を行います。 

 

関連事業 

 

12 児童発達支援センター                       こども支援課 

 心身の発達に遅れ又は障害のある児童とその家族に、発達段階に応じた切れ目のない一貫した

支援を行うため、児童発達支援センターを設置し、次の事業を行います。 

 

（１） 児童発達支援  

 概ね 1 歳から就学前までの心身の発達に遅れ又は障害のある児童と保護者を対象に小集団

での発達支援を行います。0～2 歳児の親子通所クラスでは、保護者が児童の発達課題や特性

を知り、対応方法を学びます。医療的ケアを要する児童や重症心身障害児も親子通所クラス

で支援します。3～5 歳児は単独通所クラスとなり、自立心を育てます。 

 ●目標設定● 週当たり延べ利用者数 

  現状値 ６６人（平成３０年度）➡130 人（令和６年度） 

 

 

（２） 保育所等訪問支援  

 １８歳未満の、幼稚園・保育所（園）・認定こども園・学校等の集団生活への適応に課題の

ある児童を対象に、訪問支援員が施設を訪問し、集団生活を送る場所で適応に向けた支援を

行います。合わせて施設職員及び保護者に対する助言などを行います。 

（３） 日中一時支援  

 保護者のレスパイトケアや、就学後の継続支援を図るため、児童を一時的に預かる事業で

す。医療的ケアを要する児童や重症心身障害児も利用可能な事業とします。 

（４） 相談支援事業  

 家庭と教育と福祉の連携を図り、切れ目ない支援を行うため、社会福祉士・保健師・保育

士・指導主事等の専門職を配置し、子育てや発達に関する総合的な相談支援を行います。ま

た、心理や作業療法に関する専門相談や教育センターと連携しての就学・学校生活に関する

相談、サービス利用に関する計画作成を行います。相談者の同意のもと、支援にかかる情報

を支援機関間で共有し、引き継ぎます。 

（５） 地域支援事業  

 発達に課題のある子どもの地域社会への参加・包容（インクルージョン）を推進するため、

保護者やきょうだいへの家族支援、地域の関係機関の連携を進める地域支援、地域住民の理

解を促す普及啓発の 3 事業を行います。 

 

  

関連事業 
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13 茶
ちゃ

おちゃお 学校教育課 

幼稚園・保育所（園）・認定こども園の巡回支援で連絡を密にし、通級教室が必要と思われ

る児童については、茶おちゃおにつなげていけるよう今後も働きかけを行っていきます。小

学校へのスタートを円滑に進めるため、茶おちゃお指導者と小学校教員との情報交換会を実

施していきます。 

14 障害児支援の確保とサービスの充実 障害者支援課 

障害児支援等の専門的な支援の確保を図り、適切なサービスの提供を行います。 

また、障害児の障害種別やニーズに応じて相談支援の充実を図るとともに、事業者に対し

て情報提供を行い、多様な事業者の参入を促進していきます。 

15 医療的ケア児の支援 障害者支援課 

 医療的なケアが必要な子どもが、身近な地域で必要な支援が受けられるように支援体制の

充実を図ります。 

 総合的な支援体制の構築に向けて、コーディネーターを中心に支援の協議の場を設けます。 

16 障害のある子どもの保育所等への受け入れ 保育幼稚園課 

心身の発達に遅れ又は障害のある子どもを保育所等の施設に受け入れて、障害の内容や発

達の状況に応じた適切な支援を行います。また、支援に必要な加配保育士の確保に努めます。 

17 ユニバーサルデザイン環境の整備 学校教育課 

 刺激物の少ない環境作り（教室前面の掲示物は少なくする、ロッカー・棚等はカーテン等

で隠す、いすが動く時の音を出さない工夫等）を行います。  生活や学習のさまざまな場面で、内容をわかりやすく伝えたり、場を設定したりする環境
作りを進めます。  児童生徒が互いに学びあい、認め合える学級経営が行われるよう、教師に指導・助言を行
っていきます。 

 

 

「茶
ちゃ

おちゃお」はこんなところです 

 茶
ちゃ

おちゃおは、幼児の通級指導教室です。 

 コミュニケーションが苦手、じっとしていられない等、お子さん一人ひとりの発達の状態

に応じて指導しています。  
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施策の方向性４ 多様性を認める環境整備 

性の多様性が認められ誰もが偏見や差別を受けることなく自分らしく生きられるよう、

啓発を行うとともに、相談体制を整えます。 

また、外国につながる子どもが、円滑に教育・保育施設や地域の子育て支援を利用でき

るよう、支援の充実を図るとともに、日本語指導・支援、学習支援や就園・就学支援及び

保護者等を含めた子育てや生活に関する支援を行います。 

 

関連事業 

 

①性の多様性の尊重 

 

18 性的マイノリティのための相談支援 人権推進課 

 性的指向や性自認にかかわらず、誰もが自分らしく生きられる社会を実現するため、性的マ

イノリティの当事者やその家族等を対象に、性的マイノリティに関する悩みごと相談（電話・

面接）を実施し、問題解決の支援を図ります。 

 

②外国につながる子どもへの支援 

 

19 外国人相談支援 自治文化課 

 外国人世帯への相談窓口体制の充実を図るため、母国語で相談できる相談日を増やします。 

 ●目標設定● 一月当たりの外国語相談日数 

  現状値 ９日（平成３０年度）➡１３日（令和６年度） 

20 日本語教室等の支援 自治文化課 

学校教育課 

  市民団体による日本語教室を通じて、外国籍の子どもたちが、コミュニケーションを図りな

がら日本語を習得できるよう支援します。 

 外国籍の児童・生徒が日本語の授業についていけるよう、日本語指導員を派遣するなど、日

本語指導の充実に取り組みます。 

21 利用者支援事業による情報提供（多言語対応） こども支援課 

 外国人世帯が、教育・保育・保健その他の子育て支援サービスを円滑に利用できるよう、翻

訳機を活用するなど、多言語に対応した情報提供・相談体制の整備を図ります。 

22 保育所（園）・認定こども園・小学校の受入体制の整備（日本語指導等） 
保育幼稚園課 

学校教育課 

  日本語に不安のある世帯が保育所（園）・認定こども園の入所申請をする際などに、外国人相

談員と連携して円滑に手続きを行えるように支援します。また、外国人の保護者に通知等を出

す際には、漢字にひらがなでルビを振るなど円滑なコミュニケーションを図り、外国につなが

る子どもが保育所（園）・認定こども園になじめるよう配慮します。 

 日本語指導を必要とする児童生徒に関しては、学校と連携して「日本語指導員」を派遣しま

す。 

関連事業 
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基本目標２ 幼児教育・保育を充実させるために 

 

 

本市では、子ども・子育て支援制度に基づき、計画的な幼児期の教育・保育の提供を行っ

ており、保育所等の整備を行ってきましたが、共働き世帯の増加や就労形態の多様化による

保育ニーズの高まりにより、待機児童の解消には至っていません。 

待機児童は主に１歳児で発生しており、女性就業率の上昇の傾向や潜在的なニーズを含め

ると、今後さらなる保育ニーズの増大が見込まれます。今後も保育の量的拡充は必要ですが、

子どもが適切な保育を受け、安全に快適に過ごすことができるよう、質的な充実も重要です。 

 

■保育施設等入所の状況の推移 

保育施設等入所の状況は、令和元年度（４月現在）公立が８３８人、私立が１,３３９

人、地域型保育が８０人で合計２,２５７人となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育幼稚園課（各年度４月１日現在） 

■待機児童数の推移 

待機児童数は、年度により増減がありますが、平成２７年度以降の５年間では、平成

２９年度に２７人と近年で最も多くなり、平成３０年度に２３人、平成３１年度に１８

人となっています。保育施設全体では定員に余裕がありますが、地域や施設などの希望

により待機児童が出ています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

現状と課題

い 

4

14
24

15
15

0
7

0 0 2

0

3

3

8
1

4

24

27

23

18

0

10

20

30

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年

０歳児 １・２歳児 ３歳以上児 合計（人）

保育幼稚園課 各年４月１日現在 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

施設数（施設） 11 11 11 11 11

在籍児童数（人） 868 814 801 828 838

施設数（施設） 15 15 15 15 15

在籍児童数（人） 1,286 1,331 1,332 1,354 1,339

施設数（施設） 3 4 5 5 5

在籍児童数（人） 37 54 74 76 80

施設数（施設） 29 30 31 31 31

在籍児童数（人） 2,191 2,199 2,207 2,258 2,257

公立

私立

地域型
保育

合計
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■幼稚園の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育幼稚園課（各年度 5 月１日現在） 

 

施策の方向性１ 幼児期の教育・保育施設の充実 

子育てと仕事の両立が円滑に行えるよう保育サービスの拡充を図り、提供体制を充実す

るとともに、幼児教育・保育の質の向上に努めます。 

 

 

 

23 幼児教育・保育の量の見込みと確保の内容 保育幼稚園課 

 幼児期（小学校就学前）の児童への教育・保育の需要量の推計や提供体制を示しています。 

 量の見込み（特に０歳児）については、子ども・子育て支援ニーズ調査の結果に加え、令和元

年１０月から実施された幼児教育・保育の無償化の影響等を反映させています。 

 

■保育の必要性の認定 

子どもの年齢と保育の必要性の有無によって、３つに区分されます。 

区 分 内 容 対象施設 

１号認定 
３～５歳の学校教育のみの児童 

（保育を必要としない児童） 

新制度に移行した幼稚園 

認定こども園 

２号認定 ３～５歳の保育を必要とする児童 
保育所（園） 

認定こども園 

３号認定 ０～２歳の保育を必要とする児童 

保育所（園） 

認定こども園 

小規模保育など 

 

■計画期間における量の見込みと確保の内容 

計画期間における幼児教育・保育の量の見込みと確保の内容の対象年度、対象事業、認

定区分ごとの一覧は、次の通りです。 

 

  

関連事業 

（人） （か所） 
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【区域設定：全市】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（単位：人）

0歳 1・2歳 0歳 1・2歳 0歳 1・2歳

1,270 1,652 162 779 1,233 1,602 166 779 1,201 1,561 170 779

１号（３～５歳）・３号（０～２歳） 1,270 162 779 1,233 166 779 1,201 170 779

318 308 300

1,334 1,294 1,261

1,969 2,112 158 767 1,969 2,124 168 775 1,969 2,124 168 775

特定教育・保育施設 15 1,624 139 699 15 1,636 149 707 15 1,636 149 707

保育所（園） 1,558 125 659 1,570 135 667 1,570 135 667

新制度に移行した幼稚園 0 0 0 0 0 0

認定こども園 15 66 14 40 15 66 14 40 15 66 14 40

特定地域型保育事業 18 66 18 66 18 66

小規模保育 18 66 18 66 18 66

家庭的保育 0 0 0 0 0 0

居宅訪問型保育 0 0 0 0 0 0

事業所内保育 0 0 0 0 0 0

0 1 2 0 1 2 0 1 2

認可外保育施設 0 0 0 0 0 0 0 0 0

上記以外 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,954 488 1,954 488 1,954 488

699 460 ▲ 4 ▲ 12 736 522 2 ▲ 4 768 563 ▲ 2 ▲ 4

２号認定・幼稚園利用以外

確保の内容（提供体制）②

企業主導型保育施設の地域枠

確認を受けない幼稚園

確保の内容と量の見込みの差

②-①

量の見込み①

２号認定・幼稚園利用

3号
1号 2号

3号
1号 2号

3号
1号 2号

令和２年度 令和３年度 令和４年度

（単位：人）

0歳 1・2歳 0歳 1・2歳

1,170 1,522 174 779 1,144 1,488 174 779

１号（３～５歳）・３号（０～２歳） 1,170 174 779 1,144 174 779

293 286

1,229 1,202

1,969 2,116 174 779 1,969 2,116 174 779

特定教育・保育施設 15 1,628 155 711 15 1,628 155 711

保育所（園） 1,562 141 671 1,562 141 671

新制度に移行した幼稚園 0 0 0 0

認定こども園 15 66 14 40 15 66 14 40

特定地域型保育事業 18 66 18 66

小規模保育 18 66 18 66

家庭的保育 0 0 0 0

居宅訪問型保育 0 0 0 0

事業所内保育 0 0 0 0

0 1 2 0 1 2

認可外保育施設 0 0 0 0 0 0

上記以外 0 0 0 0 0 0 0 0

1,954 488 1,954 488

799 594 0 0 825 628 0 0

２号認定・幼稚園利用以外

確保の内容（提供体制）②

企業主導型保育施設の地域枠

確認を受けない幼稚園

確保の内容と量の見込みの差

②-①

3号
1号 2号

3号

量の見込み①

1号 2号

２号認定・幼稚園利用

令和５年度 令和６年度
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■事業の内容と今後の方向性 

 

（１）保育所（園） 

 保護者が就労していたり、病気などのために、家庭で保育ができないとき、保育所（園）

が代わりに保育を行います。 

 保育士の確保に努め、利用を希望する児童をできるだけ受け入れられるよう体制整備を図る

とともに、障害のある児童に対しては加配保育士を配置するなど、個々の児童に対応できる環

境の整備にも努めます。また、公共施設マネジメント事業計画に基づき策定した公立保育所整

備計画により、保育ニーズに対しきめ細やかな対応を図れるよう金子地区への新たな保育施設

の令和５年の開設を目指します。 

 

（２）新制度に移行した幼稚園 

 満３歳から小学校就学前の児童に向けた教育を行います。 

 新制度に移行している幼稚園は市内にありませんが、新制度への移行を希望する園があった

場合には、移行を支援します。 

  

（３）認定こども園 

 保育所（園）と幼稚園の両方の機能を持ち、就学前の教育・保育を一体的に一貫して行い

ます。 

 今後の児童数や利用希望などの動向を踏まえつつ、新規事業者から設置の申請があった場合

や、 既存の認可保育所（園）や確認を受けない幼稚園から認定こども園への移行希望がある場

合には、設置・移行を支援します。 

 

（４）小規模保育事業 

主に３歳未満を対象として、６～１９人までの小規模な人数で行う保育事業です。 

今後の児童数や利用希望などの動向を踏まえつつ、新規事業者から設置の申請があった場合

は、設置を支援します。 

 

（５）家庭的保育事業  

家庭的保育者の居宅などで家庭的な雰囲気の下、少人数（家庭的保育者１人につき３人）

を対象にきめ細かな保育を行います。  

 今後の児童数や利用希望などの動向を踏まえつつ、新規事業者から設置の申請があった場合

は、設置を支援します。 
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（６）居宅訪問型保育  

利用者の居宅において、１対１を基本とするきめ細かな保育を行います。 

 今後の児童数や利用希望などの動向を踏まえつつ、新規事業者から設置の申請があった場合

は、設置を支援します。 

 

（７）事業所内保育  

企業が従業員の仕事と子育ての両立支援として実施するもので、事業所内やその近隣など

で、 従業員の児童に加え、地域の保育を必要とする児童に対しても保育を行います。  

  事業所内保育を実施している企業に対して新制度の周知に取り組みます。 

 

（８）企業主導型保育施設 

企業が従業員の働き方に応じた柔軟な保育サービスを提供するために設置したり、地域の

企業が共同で設置・利用する保育施設です。従業員の児童に加え、地域の保育を必要とする

児童に対しても保育を行います。 

 企業主導型保育を実施している企業等に対して、地域の保育を必要とする児童の受入れ促進

に努めます。 

 

（９）認可外保育施設  

県や市の認可を受けない保育施設で、国の認可外保育施設指導監督基準に基づき保育を行

います。  

 認可外保育施設に対して新制度の周知に取り組み、新制度への対応の促進に努め、施設の把

握や認可外保育施設指導監督基準に基づき施設に対し指導監督を行っていきます。 

 

（10）確認を受けない幼稚園  

 子ども・子育て支援新制度における「施設型給付」を受けておらず、新制度に移行してい

ない幼稚園です。  

 子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園は市内に９園あり、それぞれが独自の教

育理念に基づき特色のある幼児教育に取り組んでいます。また、園児の一時預かり事業により、

就労家庭の児童への保育も実施しています。なお、新制度への移行を希望する園があった場合

には、移行を支援します。 
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施策の方向性２ 幼児教育・保育環境の整備 

子どもの発達や学びの連続性を踏まえた幼児教育・保育の推進のため、教育・保育の連

携のほか、幼稚園・保育所（園）・認定こども園と小学校の連携強化を推進します。 

また、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育・保育が重要であることから、国は

総合的な少子化対策を推進する一環として、子育てを行う家庭の経済的負担の軽減を図る

ため、令和元年１０月から「幼児教育・保育の無償化」を実施しました。この無償化にお

ける事業について、今後も適正・円滑な実施に努めるとともに、課題の解消に取り組みま

す。 

 

関連事業 

 

24 幼児教育・保育の無償化への適切な対応 保育幼稚園課 

  令和元年 10 月から実施された「幼児教育・保育の無償化」に伴い新たに設けられた「子育

てのための施設等利用給付」について、法令等に基づき公正かつ適正な支給を行うとともに、

保護者の経済的負担の軽減や申請手続きの簡素化に努めます。 

 特定子ども・子育て支援施設等の確認や公示、指導監督等の事務執行や権限の行使については、県

に対し監査状況等の情報共有、是正指導の協力要請等を行い、県との連携を図ります。 

25 実費徴収に係る補足給付事業 保育幼稚園課 

 保護者の世帯所得の状況等を勘案し、保護者の負担軽減を図るため、保護者が支払うべき副

食費相当分、日用品、文房具その他の教育･保育に必要な物品の購入に要する費用や行事への参

加に要する費用等を助成します。 

26 多様な事業者の参入促進・能力活用 保育幼稚園課 

青少年課 

 多様な事業者の新規参入を支援するとともに、認定こども園における特別な支援が必要な子

どもの受け入れ促進を図るため、費用の一部を助成します。 

27 幼児教育・保育の一体的提供・連携の推進 保育幼稚園課 

 幼稚園と保育所（園）の機能や長所を併せ持ち、教育・保育を一体的に提供する認定こども

園について、既存幼稚園による移行を進めていく方向での普及を図ります。 

28 産後の教育・保育の円滑な利用 保育幼稚園課 

 育児休業取得中の保護者に対して市内各施設の情報提供を行い、市内全体で産後休暇及び育

児休業後の特定教育・保育施設又は、特定地域型保育事業の円滑な利用の確保を行っていきま

す。 

29 幼児教育から小学校への円滑な接続                 学校教育課 

  幼稚園・保育所（園）・認定こども園の年長クラスから小学校への接続部分で大切となる指導

内容を明記した「遊びと学びの手引き」を活用し、幼稚園、保育所（園）、小学校の保育士、教職

員の指導に活かします。 

 臨床心理士等による幼稚園・保育所（園）・認定こども園への巡回支援、小１巡回支援を継続し、

心配な児童について保育士や教師に支援を行っていきます。 

関連事業 
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30 保幼小の連携 学校教育課 

こども支援課 

保育幼稚園課 

青少年課 

 幼稚園・保育所（園）・認定こども園・小学校及び市の職員による幼年教育連絡協議会により、

保育参観等を通して保幼小の連携を深めていきます。講演会を実施し、教職員、保育士、保護

者への啓発・支援を実施していきます。  

31 幼稚園教諭・保育士等に対する研修の充実 保育幼稚園課 

 東京家政大学との連携による研修の他、国や県、その他保育関係団体等の研修により、幼稚園教

諭・保育士等に対する研修の充実を図ります。 

32 幼稚園教諭・保育士等に対する処遇改善への取組 保育幼稚園課 

 埼玉県社会保険労務士会の協力により、保育士等の処遇や労働環境に関する研修を行うほか、働

きやすい環境整備を支援します。 

33 ＩＣＴの活用等による幼児教育・保育の質の向上 保育幼稚園課 

幼稚園・保育所（園）・認定こども園におけるＩＣＴの導入や活用を支援し、事務の効率化・

負担軽減による幼児教育・保育現場の環境改善や質の向上を図ります。 

34 幼児教育・保育施設の第三者評価の推進 保育幼稚園課 

 幼児教育・保育の質の維持や向上に向けた取組として、第三者評価の受審を推進していきま

す。 

35 幼児教育アドバイザーの配置 保育幼稚園課 

 各幼稚園・保育所（園）・認定こども園に訪問し、園の現状と課題、ニーズに合わせて、園内

研修支援、小学校との連携推進、カリキュラムや指導計画及び事例等の情報提供等を行ってい

く幼児教育の専門性を有した者を配置していきます。 

 ●目標設定● アドバイザーの配置人数 

  現状値 0（平成３０年度）➡ 1 人（令和６年度） 

 

 

 

「幼児教育・保育の無償化」とは 

だれが対象？ ・３歳から５歳までの全ての児童 

  ・住民税非課税世帯の０歳から２歳までの児童 

なにが対象？ ・新制度の幼稚園、保育所（園）、認定こども園等の保育料（全額） 

 ・新制度未移行の幼稚園の保育料（月額 25,700 円が上限） 

・認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・セン

ター事業の利用料 

（月額37,000円（住民税非課税世帯の０歳から２歳までの児童は月額42,000円） 

が上限。保育認定を受けた児童が対象） 

・就学前障害児の発達支援 
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基本目標３ 地域で子育ち・子育てを支援するために 

 

 

共働き世帯の増加により保育ニーズが高まると同時に、働き方やサービスの多様化により、

時間外保育や休日保育、病児・病後児保育などの利用も増えています。子どもの成長、子ど

もの幸せを第一に考えながら保護者が安心して子どもを預けられるよう保育の充実に努める

必要があります。 

また、子育てと仕事の両立を目指す家庭だけでなく、在宅子育て家庭でもファミリー・サ

ポート・センターや一時預かり事業など支援を必要としていることから、ライフスタイルや

ニーズに応じて必要とする支援を受けられるよう、提供体制の充実に努める必要があります。 

 

■時間外保育（延長保育）事業・一時預かり・病後児保育事業の実施ヶ所数 

多様な子育てのニーズに対応するため、時間外保育（延長保育）、一時預かり、病後児

保育を各施設で行っています。 

（ヶ所） 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 

時間外保育（延長保

育）事業 
16 16 16 16 16 

一時預かり（幼稚園） ９ ９ ９ ９ ９ 

一時預かり 

（幼稚園以外） 

10 

※保育所（園） 

９ 10 10 10 

１ 

※子育て支援拠点 

１ １ １ １ 

病後児保育事業 １ １ １ １ １ 

保育幼稚園課・こども支援課（各年度 4 月 1 日現在） 

 

■地域子育て支援拠点等の利用状況と施設数 

地域子育て支援拠点、出張ひろばとも拠点や実施個所数を拡充してきており、延べ利

用者数も増加しています。 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

延べ利用者数（人） 43,235 41,904 42,063 43,788 

施設数（ヶ所）     

 常設拠点（一般型） ６ ６ ６ ６ 

 出張ひろば ７ ７ ７ ８ 

こども支援課（各年度 3 月 31 日現在） 

 

現状と課題

い 
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900 935 963 972

342 342 364 373

72 71 61 63

0

200
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1,000

1,200

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

利用会員 提供会員 両方会員
（人）

 

■ファミリー・サポート・センター会員数の推移 

会員数は、利用会員（子育てを手助けしてほしい人）、提供会員（子育てに協力してく

れる人）ともに増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

こども支援課（各年度 3 月 31 日現在） 

■学童保育室の実施状況 

本市では、学童保育室の整備を進めてきており、令和元年度には２１か所で実施して

います。平成３１年度の在籍児童数は１,００４人、待機児童数は８３人となっています。 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

青少年課（各年度 4 月 1 日現在） 

■放課後子ども教室の実施状況 

放課後子ども教室は、市内の小学校のうち平成３０年度には１１校で実施しており、

登録児童数は４９３人となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

青少年課（各年度 3 月 31 日現在） 

 

（人） （校） 

青少年課（各年4月1日現在）

1,066 1,047
999 992 1,004
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施策の方向性１ 多様な子育て支援事業の充実 

共働き家庭も在宅子育て家庭も、ライフスタイルやニーズに応じて必要とする子育て支

援を受けられるよう、幼児教育・保育施設や子育て支援施設、地域の担い手と協働し、子

育て支援の充実に努めます。 

 

関連事業 

 

36 利用者支援事業（基本型） こども支援課 

子育て家庭や妊娠中の方の個々のニーズを把握し、それに基づいて情報の集約・提供、相談、

利用支援等を行うことにより、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を円滑に利用できるよ

う支援を行います。 

 また、子育て家庭に身近な地域子育て支援拠点において、利用者支援事業を実施し、悩みや困

りごとを早期に相談できる体制を整備します。 

  ●目標設定● 指標：設置数 

  【区域設定：全市】 （ヶ所） 

 

37 時間外保育（延長保育）事業 保育幼稚園課 

 保護者の就労形態の多様化や通勤の長時間化等に伴い、11 時間の開所時間を超えて必要とさ

れる保育需要に対応していきます。 

  ●目標設定● 指標：延べ利用者数 

  【区域設定：全市】 （人日／年） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み①   936   911   889   868   850 

確保の内容② 1,382 1,382 1,382 1,382 1,382 

差（②－①） 446 471 493 514 532 

 

38 ショートステイ こども支援課 

 2 歳から 12 歳までの児童の保護者が、疾病、疲労、怪我等のやむを得ない理由により、家庭

での養育が一時的に困難になったときに、児童養護施設や里親に委託して児童を短期間預かるこ

とにより、緊急時における子育て負担の解消を図ります。 

 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み①      

 
利用者支援事業 

基本型・特定型 
3 4 5 5 5 

確保の内容②      

 
利用者支援事業 

基本型・特定型 3 4 5 5 5 

差（②－①） 
0 0 0 0 0 

関連事業 
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   ●目標設定● 指標：延べ利用者数 

  【区域設定：全市】 （人） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み① 30 29 28 27 27 

確保の内容② 30 29 28 27 27 

差（②－①） 0 0 0 0 0 

 

39 地域子育て支援拠点事業 こども支援課 

 子育ての負担感・不安感を軽減するため、子育て家庭が気軽に集い、交流や相談ができる支援

拠点を、身近な場所で利用できるよう整備を図ります。 

 また、子育て支援拠点において、利用者支援事業などを併せて実施する多機能型支援に取り組

み、地域における総合的な子育てに関する支援拠点としての整備を図ります。 

  ●目標設定● 指標：延べ利用者数・設置数 

  【区域設定：9 地区（公共施設マネジメント事業計画の地域区分）】      （人日／年） 

量
の
見
込
み 

一般型 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

豊岡 1 14,461 14,144 13,817 13,529 13,277 

豊岡 2  7,484  7,382  7,187  7,060  6,873 

豊岡 3 10,721 10,462 10,222 10,007  9,843 

東金子  8,144  7,966  7,782  7,620  7,478 

金子  3,906  3,829  3,741  3,662  3,586 

宮寺二本木  6,648  6,462  6,313  6,182  6,104 

藤沢 15,625 15,289 14,936 14,625 14,346 

東藤沢  5,402  5,284  5,163  5,054  4,960 

西武 10,721 10,462 10,221 10,007  9,843 

合計 83,112 81,280 79,382 77,746 76,310 

      
連携型 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

児童センター 4,270 4,174 4,076 3,990 3,916 

（ヶ所） 

 
 
 

確
保
の
内
容 

 
 

※( 
 
)

内
の
数
値
は
出
張
ひ
ろ
ば
の
数 

一般型 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

豊岡 1 3 3 3 3 3 

豊岡 2 1 1 1 1 1 

豊岡 3 （2） （2） （2） （2） 1 

東金子 1 1 1 1 1 

金子 （1） （1） （1） （1） 1 

宮寺二本木 （1） （1） 1 1 1 

藤沢 1（2） 1（2） 1（2） 1（2） 1（1） 

東藤沢 （1） （1） （1） （1） 1 

西武 1（1） 1（1） 1（1） 1（1） 1（1） 

合計 7（8） 7（8） 8（7） 8（7） 11（2） 

      
連携型 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

児童センター 1 1 1 1 1 
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40 一時預かり事業（幼稚園・認定こども園） 保育幼稚園課 

 私立幼稚園（認定こども園含む）において、正規の教育時間の前後に預かり保育を行うことで、

就労を希望する保護者に、幼稚園という選択肢を提供し、保育の受け入れ先を拡大していきます。 

  ●目標設定● 指標：延べ利用者数 

  【区域設定：全市】 （人日／年） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み① 50,263 48,775 47,509 46,291 45,278 

確保の内容② 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 

差（②－①） 33,737 35,225 36,491 37,709 38,722 

 

41 一時預かり事業（保育所（園）・ファミリー・サポート・センター・地域子育て支援拠点） 

保育幼稚園課 

こども支援課 

 保護者の就労形態の多様化、傷病、入院及び保護者の育児疲れの解消等に対応するため、一時

的に保育を必要とする児童を保育所（園）・地域子育て支援拠点において預かります。また、ファ

ミリー・サポート・センター事業における地域の相互援助活動において、児童の預かりを行いま

す。 

  ●目標設定● 指標：延べ利用者数 

  【区域設定：全市】 （人日／年） 

（ファミサポは 活動回数（未就学児）） 

 

42 病後児保育 保育幼稚園課 

病気の回復期にあって、保育施設での集団保育が困難な期間に、保育所（園）や病院等に併設

した専用スペースにおいて一時的に保育を行うことで、保護者の子育てと就労の両立を支援する

とともに、児童の健全な育成を図ります。 

43 子育て緊急サポート事業 こども支援課 

 病児の預かりや緊急の預かり、宿泊を伴う預かりなどを希望する利用会員と、援助を行いたい

サポート会員による相互援助活動を推進し、仕事と子育てを両立できる環境の整備を図ります。 

 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み① 43,879 42,786 41,743 40,805 39,992 

確保の内容②      

 保育所（園） 22,320 22,320 22,320 24,720 24,720 

ファミリー・サポー
ト・センター事業  2,045  2,082  2,217  2,153  2,190 

地域子育て支援拠点   1,300  1,300  1,300  1,300  1,300 

合計 25,665 25,702 25,837 28,173 28,210 

差（②－①） ▲18,214 ▲17,084 ▲15,916 ▲12,632 ▲11,782 
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 ●目標設定● 指標：延べ利用者数 

 【区域設定：全市】  （人日／年） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み① 255 250 245 240 236 

確保の内容②      

 病後児保育  960 960 960 960 960 

子育て緊急サポート事業  24  24  24  24  24 

合計 984 984 984 984 984 

差（②－①） 729 734 739 744 748 

 

44 ファミリー・サポート・センター事業 こども支援課 

 子育ての援助を受けたい方（利用会員）と子育ての援助を行いたい方（提供会員）をつなぎ、

会員同士による相互援助活動の連絡・調整を行います。子どもの預かりや保育施設への送迎など、

地域の中で支援し、仕事と子育てを両立できる環境の整備を図ります。 

  ●目標設定● 指標：活動回数（就学児童） 

  【区域設定：全市】 （回） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み① 3,871 3,774 3,757 3,724 3,645 

確保の内容② 3,871 3,774 3,757 3,724 3,645 

差（②－①） 0 0 0 0 0 

 

45 子育て援助活動支援事業利用料助成 こども支援課 

 子育て家庭の経済的負担の軽減を図るため、非課税世帯等を対象として、ファミリー・サポー

ト・センター事業及び子育て緊急サポート事業の利用料を助成します。 

46 幼稚園・保育所（園）・認定こども園における地域の子育て支援 保育幼稚園課 

 全ての公立保育所において、園庭開放や子育ての相談・情報提供などを実施することで、家庭

で育児をする保護者の不安感・負担感の軽減を図ります。また、地域の子育て支援に取り組む幼

稚園・保育園・認定こども園を支援します。 

47 子育て支援情報の発信 こども支援課 

 市公式ホームページや市民便利帳「いるまにあ」のほか、様々な媒体で子育て支援情報を発信

していきます。ホームページ上では、子育てに関する情報を、見やすく、アクセスしやすくする

ことを目的に、情報を一元化して発信するＷＥＢサイト「いるま子育てナビ」を運営します。子

育てに関する制度をはじめ、子どもの健康に関する情報や子育てを応援する団体が自ら書き込み

するイベント情報等を発信します。 

48 子育て支援の人材確保 こども支援課 

 子育て家庭の良き理解者・支援者を増やすため、子育てに関する知識と技術を学ぶ講座を開催

します。また、ファミリー・サポート・センター事業及び子育て緊急サポート事業の提供会員等

の確保に努め、相互援助活動の利用しやすい環境を整備します。 
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施策の方向性２ 放課後の居場所や活動の場づくりの推進 

就労家庭の増加に伴う学童保育室の利用希望の増加に対応するため、必要な受け入れ体

制を整えるとともに、放課後子ども教室と連携し、全ての児童の安全・安心な居場所の確

保に努めます。 

 

関連事業 

※ この項目は、放課後子ども総合プラン行動計画に相当します。 

49 学童保育室と放課後子ども教室の充実 青少年課 

 全ての児童が放課後等を安全・安心に過ごし、多様な体験・活動を行うことができるよう、学

童保育室及び放課後子ども教室の一体型又は連携による事業の実施を図ります。 

 学童保育室では、保護者が労働等により家庭で保育が行えない場合に、放課後や夏休み期間等

に、小学児童が安全に過ごせる「生活の場」「遊びの場」を確保することにより児童の健全育成を

図り、保護者が安心して働けるよう支援します。学童保育室の運営に当たっては、育成支援に十

分な放課後児童支援員及び補助員を配置し、資質向上のため研修機会を設けるとともに、ICT の

活用を検討し、効率的・効果的に業務を遂行できる環境を整備します。併せて、多様な選択肢の

一つとして、民間事業者の導入についても研究します。 

 放課後子ども教室では、地域住民の参画を得て、児童が多様な学習・体験が行えるよう全ての

小学校区で実施します。また、事業の推進に当たっては、放課後子ども教室事業運営協議会の意

見を聴きながら、事業の充実を図ります。 

 

（１）学童保育室の年度ごとの量の見込み及び目標整備量 

幼児教育・保育の無償化の実施により今後も女性の就業率は上昇すると見込み、整備目標を設定し、

確保に向けて取り組みます。施設整備については、公共施設マネジメント事業計画に基づく入間市学

童保育室整備計画により、計画的に進めていきます。 

なお、計画において、確保の内容が不足する小学校区においては、放課後子ども教室の実施日

の拡大又は公共施設を活用したランドセル来館事業等の実施による対応を検討します。 

●目標設定● 指標：在籍児童数 

【区域設定：小学校区ごと】 （人） 

量の見込み① 学年 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

市内 16 小学校 

の合計 

１年生  365  364  353  349  337 

２年生  327  312  311  305  303 

３年生  259  257  246  245  239 

４年生  118  124  120  115  114 

５年生  19  23  25  26  26 

６年生   6   4   7   7   10 

合計 1,094 1,084 1,062 1,047 1,029 

（人） 

確保の内容② 

差②－① 

面積要

件上限 
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

市内 16 小学校の合計 

（差） 
1,283 

1,130 1,174 1,184 1,184 1,184 

  36    90    122    137    155  

関連事業 
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小学校区別の量の見込みと確保の内容 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（人）

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年

令和２

年度

令和３

年度

令和４

年度

令和５

年度

令和６

年度

令和２

年度

令和３

年度

令和４

年度

令和５

年度

令和６

年度

1年生 27 27 26 26 25

2年生 23 23 23 22 22

3年生 14 18 18 18 17

4年生 5 7 8 8 8

5年生 3 1 1 2 2

6年生 2 1 0 0 1

合計 74 77 76 76 75 差②－① 6 3 4 4 5

1年生 26 26 25 25 24

2年生 25 22 22 22 22

3年生 11 20 17 17 17

4年生 5 5 9 8 8

5年生 1 1 1 2 2

6年生 0 0 0 0 1

合計 68 74 74 74 74 差②－① -16 -22 -22 -22 -22

1年生 33 33 32 32 31

2年生 31 28 28 28 28

3年生 27 24 22 22 22

4年生 11 13 11 10 10

5年生 2 2 3 2 2

6年生 0 1 1 1 1

合計 104 101 97 95 94 差②－① -24 -21 -17 -15 -14 

1年生 12 12 11 11 11

2年生 12 10 10 9 9

3年生 16 9 8 8 7

4年生 10 8 4 4 4

5年生 2 2 2 1 1

6年生 0 1 1 1 0

合計 52 42 36 34 32 差②－① 18 28 44 46 48

1年生 34 33 33 32 31

2年生 32 29 28 28 28

3年生 24 25 23 22 22

4年生 12 11 12 11 10

5年生 1 2 2 2 2

6年生 0 0 1 1 1

合計 103 100 99 96 94 差②－① -17 -14 21 24 26

1年生 11 11 11 10 10

2年生 9 9 9 9 9

3年生 6 7 7 7 7

4年生 2 3 3 3 3

5年生 0 0 1 1 1

6年生 0 0 0 0 0

合計 28 30 31 30 30 差②－① 12 10 9 10 10

1年生 26 26 25 25 24

2年生 21 22 22 22 22

3年生 15 17 17 17 17

4年生 4 7 8 8 8

5年生 1 1 1 2 2

6年生 0 0 0 0 1

合計 67 73 73 74 74 差②－① 3 7 7 6 6

1年生 43 43 42 41 40

2年生 32 37 37 36 35

3年生 28 25 29 29 28

4年生 15 13 12 14 14

5年生 0 3 3 2 3

6年生 0 0 1 1 1

合計 118 121 124 123 121 差②－① -7 -10 -13 -12 -10 

1年生 18 18 17 17 17

2年生 22 16 16 15 15

3年生 14 17 13 13 12

4年生 4 7 8 6 6

5年生 1 1 1 2 1

6年生 1 0 0 0 1

合計 60 59 55 53 52 差②－① 20 21 25 27 28

施設数

1豊岡小
80 80 80 80 80

1

区域 対象

量の見込

み①

確保の内

容②

52 52
1

3西武小
80 80 80 80 80

2

2藤沢小
52 52 52

確保の内

容②

確保の内

容②

量の見込

み①

量の見込

み①

80 80
1

5藤沢北小
86 86 120 120 120

1

4東金子小
70 70 80

確保の内

容②

確保の内

容②

量の見込

み①

量の見込

み①

40 40
1

7黒須小
70 80 80 80 80

1

6高倉小
40 40 40

確保の内

容②

確保の内

容②

量の見込

み①

量の見込

み①

111 111
2

9金子小
80 80 80 80 80

2

8扇小
111 111 111

確保の内

容②

確保の内

容②

量の見込

み①

量の見込

み①
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※確保の内容の太枠は、施設整備又は改修工事を行う年度を示しています。   

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年

令和２

年度

令和３

年度

令和４

年度

令和５

年度

令和６

年度

令和２

年度

令和３

年度

令和４

年度

令和５

年度

令和６

年度

1年生 29 29 28 28 27

2年生 22 25 25 24 24

3年生 16 17 20 20 19

4年生 7 8 8 9 9

5年生 1 1 2 2 2

6年生 1 0 0 1 1

合計 76 80 83 84 82 差②－① 3 -1 -4 -5 -3 

1年生 16 16 16 15 15

2年生 13 14 14 14 13

3年生 13 10 11 11 11

4年生 9 6 5 5 5

5年生 1 2 1 1 1

6年生 0 0 1 0 0

合計 52 48 48 46 45 差②－① 28 32 32 34 35

1年生 26 26 25 25 24

2年生 30 22 22 22 22

3年生 25 24 17 17 17

4年生 9 12 11 8 8

5年生 1 2 2 2 2

6年生 0 0 1 1 1

合計 91 86 78 75 74 差②－① 9 14 22 25 26

1年生 19 19 18 18 17

2年生 16 16 16 16 16

3年生 13 13 13 13 13

4年生 5 6 6 6 6

5年生 1 1 1 1 1

6年生 1 0 0 0 0

合計 55 55 54 54 53 差②－① -8 -8 -7 -7 -6 

1年生 10 10 10 10 9

2年生 10 9 9 9 9

3年生 10 8 7 7 7

4年生 3 5 4 3 3

5年生 0 1 1 1 1

6年生 0 0 0 0 0

合計 33 33 31 30 29 差②－① 2 2 4 5 6

1年生 12 12 12 12 11

2年生 7 10 10 10 10

3年生 8 6 8 8 8

4年生 6 4 3 4 4

5年生 3 1 1 1 1

6年生 1 1 0 0 0

合計 37 34 34 35 34 差②－① 3 6 6 5 6

1年生 23 23 22 22 21

2年生 22 20 20 19 19

3年生 19 17 16 16 15

4年生 11 9 8 8 8

5年生 1 2 2 2 2

6年生 0 0 1 1 1

合計 76 71 69 68 66 差②－① 4 9 11 12 14

1年生 365 364 353 349 337

2年生 327 312 311 305 303

3年生 259 257 246 245 239

4年生 118 124 120 115 114

5年生 19 23 25 26 26

6年生 6 4 7 7 10

合計 1,094 1,084 1,062 1,047 1,029 差②－① 36 56 122 137 155

区域 対象 施設数

合計
1,130 1,140 1,184 1,184 1,184

21

16東町小
80 80 80

量の見込

み①

80 80
2

量の見込

み①

確保の内

容②

確保の内

容②

15新久小
40 40 40 40 40

1

14宮寺小
35 35 35 35 35

1

確保の内

容②

確保の内

容②

量の見込

み①

量の見込

み①

13仏子小
47 47 47 47 47

1

12藤沢東小
100 100 100 100 100

1

確保の内

容②

確保の内

容②

量の見込

み①

量の見込

み①

11藤沢南小
80 80 80 80 80

2

10狭山小
79 79 79 79 79

1

確保の内

容②

確保の内

容②

量の見込

み①

量の見込

み①

（人） 
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（２）一体型の学童保育室及び放課後子ども教室の令和 5 年度までに達成されるべき目標事

業量 

令和５年度までに、高倉学童保育室及び高倉放課後子ども教室を高倉小学校内に移転し、一体型の

学童保育室及び放課後子ども教室を 14 か所整備します。 

豊岡、黒須、東金子、金子、宮寺、藤沢、藤沢南、狭山、西武、藤沢東、仏子、新久、東町、高倉 

 

（３）放課後子ども教室の令和 5 年度までの実施計画 

令和 5 年度までに、放課後子ども教室に参加を希望する全ての児童が利用できるよう、実施場所の

確保及び実施方法の改善に取り組みます。 

 

（４）学童保育室及び放課後子ども教室の一体的な、又は連携による実施に関する具体的な

取組 

学童保育室の放課後児童支援員と放課後子ども教室のコーディネーターは、共通プログラムにかか

る定期的な打合せの場を設定するとともに、児童が安全・安心に共通プログラムに参加し、学童保育

室の利用ができるよう相互に連携・協力します。 

学童保育室と放課後子ども教室はそれぞれの運営会議等への参加も含めた交流に努め、相互に資質

の向上、意識の共有化を図ります。 

 

（５）小学校の余裕教室等の学童保育室及び放課後子ども教室への活用に関する具体的な取

組 

小学校校長会等において放課後子ども総合プランの必要性、意義等にかかる理解を促進するととも

に、余裕教室の活用及び特別教室、体育館、校庭、図書室の一時利用にかかる問題点等の解決に向け

て、市と教育委員会は積極的に協力します。 

 

（６）学童保育室及び放課後子ども教室の実施に関する教育委員会と市（こども支援部局）

との具体的な連携に関する取組 

学童保育室及び放課後子ども教室の実施に当たっては、責任体制の明確化を図り、必要に応じて文

書等による申し合わせを行いながら進めることとします。 

総合的な放課後児童対策については、総合教育会議等において継続して協議・調整を図ります。 

 

（７）特別な配慮を必要とする児童への対応に関する取組 

特別な配慮を必要とする児童への対応に関する研修等への参加、或いは研修の実施により、放課後

児童支援員の資質向上を図ります。また、小学校との情報交換に努め、児童発達支援センターや教育

センター等の機関とも連携し、適切な対応を図っていきます。 

 

（８）地域の実情に応じた学童保育室の開所時間の延長に係る取組 

学童保育室の開所時間の延長については、利用者ニーズが高いことから、開所時間の延長に向けて、

必要な調整を進めていきます。 
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（９）各学童保育室が子どもの自主性、社会性等のより一層の向上を図り、学童保育室の役

割をさらに向上させていくための取組み 

児童の自主性や社会性等のより一層の向上を図るため、学童保育室の遊び及び生活の場としての機

能の充実を図ります。また、公民館事業等の催しにも参加し、地域との交流に努めます。 

 

（10）各学童保育室の育成支援の内容について、利用者や地域住民への周知を推進させるた

めの取組み 

学童だよりや市報、ホームページ等を活用し、学童保育室の活動内容等について、積極的な公開に

努めます。 

 

（11）放課後児童支援員、放課後子ども教室スタッフを確保するための取組み 

市報や市公式ホ－ムペ－ジ、民間の求人サイト等で求人募集を行うほか、近隣の大学や駅等の公共

機関にポスターを掲示し、ＰＲに努め、人材確保を図ります。また、青少年相談員、ＰＴＡ、青少年

健全育成会等の団体にも、引き続き協力依頼を行います。 

 

 

50 児童センター事業 青少年課 

 ０歳から１８歳未満の全ての児童を対象に、年齢に応じたさまざまな体験活動を行い、遊びや

科学の学習を通して生活体験の機会を増大させ、人間性豊かな、心身ともに健康な児童の育成を

図ります。また、小学生を対象に放課後の安全な居場所として、小学校から直接来館して、帰宅

時間まで過ごすランドセル来館事業を引き続き実施します。 
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施策の方向性３ 仕事と家庭の両立支援の推進 

子育て家庭が仕事と子育てを両立できるよう、企業等への啓発を通じて職場環境の整備

を進めます。 

 

関連事業 

 

51 ワーク・ライフ・バランスの推進 人権推進課 

こども支援課 

 多様な働き方の情報提供や研修会の開催等、企業におけるワーク・ライフ・バランスを支援

するとともに、共働き世帯等が仕事と子育てを両立できる環境の整備を図ります。 

 
●目標設定● 男性も育児・介護休業、子どもの看護休暇を取ることは賛成だが、現実的

には取りづらいと思う人の割合 

  現状値 65％（平成 27 年度）➡50％（令和 3 年度） 

52 イクボス・イクメンの推進 こども支援課 

 企業・商工業団体等へイクボスの啓発を図り、仕事と子育てや介護が両立できる職場環境の

整備を推進します。また、イクボスに取り組む企業を広くＰＲするなど、イクボス企業を支援

します。 

 男性の育児参加を推進するため、父親向け講座の開催など父親が子育てに参加する機会づく

りを進めます。 

関連事業 
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施策の方向性４ 地域ぐるみの支援 

地域における子育て支援の充実に向け、子育て家庭が地域へ参加しやすい環境をつくる

とともに、地域ボランティア等の担い手による子育て支援を促進します。 

 

関連事業 

 

53 三世代同居近居の支援 都市計画課 

 入間市内で親世帯と同居・近居を始める子育て世帯に対し、住宅の新築・購入・増改築の費

用の一部を補助（令和４年 3 月まで）することにより、子育てしやすい環境づくりを促進しま

す。 

54 子育て家庭の地域参加の促進 こども支援課 

 子育て家庭が、地域の祭りやイベントに参加しやすい環境を整備するため、おむつ替えや授

乳スペースとして利用できる移動式赤ちゃんの駅を貸し出します。 

55 地域ボランティアの活動の促進 こども支援課 

 地域ぐるみで子育てを支援するため、子育て支援活動や、地域コミュニティ構築促進の活動

を支援するとともに、児童福祉施設等へのボランティアの受入れ促進や地域で子どもを見守る

ボランティアの育成などに取り組みます。 

 
●目標設定● いるまボランティアセンター夏ボランティアでの子育て支援に関する募集

メニュー数 

  現状値 ２件（平成３０年度）➡５件（令和６年度） 

 

 

  

関連事業 
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基本目標４ 若者が自分らしく自立し、躍動できるために 

 

基本目標４は、本市の「子ども・若者育成支援計画」と位置付けるものです。「子供・若者

育成支援推進大綱」を踏まえるとともに、子ども・子育て支援事業計画、次世代育成支援行

動計画とのすみ分けを図るため、ここでは思春期から青年期（中学生から３０歳未満程度）

の若者を主な対象とします。なお、一部施策についてはそれ以上の人も対象とすることがあ

ります。 

 

 

近年、若者に関する課題は深刻化しており、虐待やいじめ、不登校などに加え、発達・適

応の課題や貧困、ひきこもりなどの課題が指摘されています。 

埼玉県の小学校、中学校におけるいじめ認知件数は、平成２７年以降大幅に増加していま

す。また、携帯電話やスマートフォンが普及しＳＮＳを利用する若者が増加する中で、イン

ターネット上の有害環境や犯罪被害が増加しています。 

全ての若者は、家族にとっても、地域社会にとっても、かけがえのない存在であり、全て

の若者が健やかに成長し、家庭の状況や困難によって夢や希望をあきらめることなくチャレ

ンジできるように、施策の分野を超え、関係する機関や地域で連携して若者を支援していく

必要があります。 

 

 

■いじめ認知件数（埼玉県） 

埼玉県の小学校、中学校におけるいじめ認知件数は、平成２７年以降、特に小学校

で大幅に増加しており、平成２９年には 9,580 件となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

埼玉県 

  

現状と課題

い 

（件） 
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■不登校児童生徒数 

本市の不登校児童生徒数は特に中学校で多く、平成３０年度は大きく増加して６６

人、小学校と中学校をあわせると７３人となっています。 

 

 

 

 

 

 

学校教育課 各年度３月 31 日現在 

■携帯電話・スマートフォンの保有状況 

埼玉県の調査によると、携帯電話やスマートフォンを持っている子ども・若者の割

合は高まっており、小学生で 50.1％、中学生で 58.3％、高校生以上では９0％を超

えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

埼玉県青少年の意識と行動調査（平成 28 年度） 

■年齢層別ソーシャルネットワーキングサービスの利用状況 

総務省の通信利用動向調査によると、ソーシャルネットワーキングサービスを利用

している割合は、１３～１９歳の 68.4％に上ります。 

  

 

 

 

 

 

 

総務省 通信利用動向調査（平成 29 年度） 

 

（人） 

（％） 

（％） 
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■スクールソーシャルワーカー相談件数 

教育センターに配置しているスクールソーシャルワーカーが受けた相談件数は、平

成２７年度には５０１件と特に多くなりましたが、平成２８年度は４５５件、平成２

９年度は１４８件、平成３０年度は３６３件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校教育課（各年度 3 月 31 日現在） 
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施策の方向性１ 若者自身の力を伸ばし、自信と希望をもって社会を生き抜く力を育

てるための取組 

若者が社会の変化に対応しながら自信と希望をもって社会を生き抜いて行けるよう、自

ら学び行動する力を向上させ、多様な体験を通じてコミュニケーション能力や社会の一員

としての自覚を身につけられるよう支援します。また、就労による社会的自立を目指し、

やりがいを持って働く力を育成するとともに就労支援を行います。 

 

関連事業 

 

①自ら学び行動する力の向上 

56 若者がまちづくりに参画する機会の充実 企画課 

こども支援課 

青少年課 

  若者たちがまちづくりに参画しやすくするため、意見表明の機会を積極的に提供します。 

 ●目標設定● 子どもたちのまちづくりへの参画機会数 

  現状値 2 件（平成３０年度）➡１０件（令和６年度） 

 

   

57 成人式 社会教育課 

 成人の日に新しい人生の門出を祝福し、成人としての自覚を促すとともに、将来の幸せを願

うため、成人式を実施します。また、民法改正による令和４年度以降の成人年齢の引き下げに

当たり、式典の名称・運営方法等について検討します。 

58 主権者教育                       選挙管理委員会事務局 

  選挙啓発活動の一環として、若い世代に選挙への関心を高めるため、市内の小、中、高等学

校を対象に、選挙備品の貸し出しを行います。また、選挙権を取得した１８歳の若者へ、誕生

月にバースデーカードを郵送し、選挙啓発を行うとともに、投票立合人や期日前投票の受付事

務の募集も行います。 

59 多様な体験活動の機会の情報提供 社会教育課 

 様々な社会体験の機会を提供するため、生涯学習ガイドブック等による情報提供を行います。

60 情報・消費機会等への対応力の向上                  人権推進課 

 若者が、悪質商法やネット犯罪などの消費者トラブルに遭わないよう、講座等を実施します。

 

  

関連事業 
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②体験や交流を通じた自立に必要な力の育成 

61 多様な体験・交流活動の推進（青少年の体験交流事業・国際交流） 
青少年課 

自治文化課 

  中学２年生を対象に、渡航先である北海道の壮大な大地を五感を使って感じ、農業体験（フ

ァームステイ）や現地青少年団体との交流等を図り、広い知識と豊かな心を育むとともに、地

域社会の一員として積極的に社会参加する行動的な青少年を育成します。 

 姉妹・友好都市交流におけるホームステイや相互交流を通して、異なる文化や習慣を体験し

理解するとともに、お互いを認め合う青少年を育成します。 

62 青少年活動センター事業 青少年課 

 小学１年生から１８歳までの青少年を対象に、文化・スポーツ活動やキャンプ等の野外活動

など様々な体験を通して、青少年の健全な育成を図るための場を提供します。 

63 文化芸術・スポーツ活動の推進 

青少年課 

自治文化課 

スポーツ推進課 

社会教育課 

中央公民館 

  多様な文化に触れ、若者に想像力や感性を育む機会を提供するため、太鼓セッション、ドラ

マフェスタ㏌入間等の文化活動を推進します。そのほか、スポーツ、レクリエーション、文化

活動を楽しみながら、青少年と地域のさまざまな人たちが交流する場を提供する「元気な入間

っ子を育てる地域支援事業」を実施します。 

 また、体育協会等関係団体と連携を図り開催する各種スポーツ教室やイベントを通じて、ス

ポーツ活動の場を提供し、若者の体力の向上を図ります。 

64 居場所づくりの推進 青少年課 

社会教育課 

中央公民館 

 子どもや若者が、遊びや学びなど様々な経験を通じ、仲間をつくり、地域の大人と関わり、

自己肯定感や社会性を育むことのできる居場所をつくります。公民館、学校施設、体育施設、

図書館、児童センター、青少年活動センター等の公共施設において、子ども・若者の居場所と

なるよう場所を提供するとともに、こども食堂、学習支援、プレイパーク等の市民活動を支援

します。また、子どもの居場所企画運営事業により、「子どもの居場所」の設置及び運営を、多

様な事業主体の発案により実施します。 

 ●目標設定● 子どもの居場所の数 

  現状値９カ所（平成３０年度）➡１６カ所（令和６年度） 
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③やりがいを持って働く力の育成 

65 中学生社会体験チャレンジ事業 学校教育課 

 中学生が、地域の中で様々な社会体験活動や多くの人々とのふれあいを通して、瑞々しい感性

や社会性、自律心を養い、たくましく豊かに生きる力を育むため、社会体験チャレンジ事業を実

施します。社会福祉施設や企業と協力し、多くの場所で体験活動ができる体制を整備します。 

66 就労支援・就労支援機関との連携 商工観光課 

 若者の就労や、正規雇用への就労を支援するため、若年者就業相談、自立支援セミナー、自立

支援相談を引き続き実施します。 
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施策の方向性２ 困難な状況に応じた支援 

支援を必要とする若者が抱える困難は不登校やいじめ、ひきこもり、障害、非行など多

岐にわたっていることから、関係機関・団体が専門性を活かして一人ひとりの状況に応じ

た支援を行います。 

また、家庭の事情により、学習や生活環境が整っていない若者の学びと暮らしを支援し

ます。 

 

関連事業 

 

①困難な状況ごとの支援 

67 不登校・いじめ・自殺対策 学校教育課 

地域保健課 

 不登校・いじめ・自殺といった生徒指導上の問題を未然に防ぐために、生徒指導訪問を実施す

るなど、生徒指導の充実を図ります。また、不登校児童・生徒の支援として、適応指導教室（ひ

ばり教室）との連携を図ります。 

また、「いじめ問題対策連絡協議会」を開催し、いじめの防止に向け関係機関の連携を図ります。 

 自殺予防について、入間市自殺対策計画に沿った対策を実施していきます。 

 ●目標設定● 不登校児童生徒の割合 

  現状値 0.66％（平成３０年度）➡現状値以下（令和６年度） 

 

 

68 ひきこもりの若者支援 生活支援課 

地域保健課 

ひきこもりで悩んでいる若者とその家族の相談に応じ、今後のことについて一緒に考えていき

ます。 

69 障害のある若者の支援 障害者支援課 

こども支援課 

 障害のある若者の心身の状況や年齢等に応じて必要なサービスが受けられるように関係機関と

連携を図りながら支援していきます。 

働く意欲のある障害のある若者が一人でも多く就労できるよう就労支援センターりぼんと連携

を図りながら一人ひとりの特性にあった働く場の確保や職場定着支援支援等、就労支援の充実を

図ります。 

さらに、近隣市町と連携を取りながら情報収集・提供を行い、多様な事業者の参入を促します。

また、児童発達支援センターでは、発達に不安や課題のある児童に対し、教育と連携した支援

や専門職による相談、ソーシャルスキルトレーニング、就労支援施策につなぐ支援を行い、社会

参加に向けた支援に取り組みます。 

 

 

 

 

 

関連事業 
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70 非行防止活動等の推進 青少年課 

学校教育課 

社会教育課 

 埼玉県が定める７月の「青少年の非行・被害防止特別強調月間」に、非行防止キャンペーン（広

報・啓発活動）を展開します。 

 また、青少年の健全育成・非行防止のため、各地区における非行防止パトロールを実施します。 

 非行の低年齢化に伴う対策として、各小中学校を対象に、警察と連携し「非行防止教室」を実

施します。 

71 相談体制の充実 

青少年課 

学校教育課 

こども支援課 

  青少年の悩みごとに関する相談に対応できるよう教育相談・悩みごと電話相談、家庭児童相談

室の充実を図るとともに、案内のパンフレット「青少年悩みごと相談窓口案内」を作成し、相談

体制の充実を図ります。 

 

②学びの支援  

72 生活困窮世帯やひとり親家庭の生徒に対する学習支援 
生活支援課 

こども支援課 

  貧困の連鎖を断ち、子どもの将来の可能性を拡げるため、生活保護世帯を含む生活困窮世帯及

びひとり親家庭の中学生・高校生を対象に、学習教室の開催や家庭訪問による支援を行います。 

 ●目標設定● 学習支援会場数 

  現状値 2 会場（平成 30 年度）➡3 会場（令和６年度） 

 

③経済的な支援・暮らしの支援 

73 小中学校児童・生徒に対する就学援助 学校教育課 

 経済的に困っている子育て家庭へ制度の情報が行き届くよう、広報紙等での広報、全児童生

徒や就学時健康診断でのチラシの配布により、保護者への周知を図るとともに、制度を知らな

い家庭がなくなるよう、周知方法を研究します。 

74 奨学金の貸与 学校教育課 

  能力があるにもかかわらず経済的な理由で高校、大学等への修学が困難な子ども・若者を支

援するため、奨学金の貸付を行います。また、併せて、日本学生支援機構や他の奨学金制度の

情報を提供し、子ども・若者の学ぶ意欲を支援します。 

75 生活困窮者自立支援事業 生活支援課 

  経済的困窮や就労、病気等、課題を抱える生活困窮者に対し、生活困窮者自立支援法に基づ

き、相談員が暮らしや仕事などについての相談を受け、支援計画を策定した上で自立に向けた

必要な支援を行います。 
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施策の方向性３ 次世代の育成 

次代の社会を担う存在であり、次代の親となる若者の健やかな育ちと若者の自立を支援

します。 

 

関連事業 

 

①家庭における親育ちを応援 

76 次代の親の育成事業                       
青少年課 

地域保健課 

  中学生・高校生を対象に、乳幼児との触れ合いや妊婦との交流を通じて、子育て家庭への理

解を深めるとともに命の大切さを学ぶため母子愛育会青少年育成事業、青少年乳幼児等触れ合

い体験事業などを実施し、次代の親の育成を図ります。 

 ●目標設定● 青少年乳幼児等触れ合い体験事業に参加した中高生の数 

  現状値 1,041 人（平成３０年度）➡1,000 人（令和６年度） 

 

 

77 健全育成に対する意識啓発 青少年課 

社会教育課 

 家庭・学校・地域の連携により実施される、青少年が健康で心豊かに成長するための環境整

備・安全対策・非行防止等についての活動を促進するため、青少年の健全育成、パトロール、

あいさつ運動の充実を図ります。 

78 思春期の保健対策                        

学校教育課 

青少年課 

社会教育課 

地域保健課 

  小・中学校、高校等の保健体育等の授業等における自殺防止対策、性に関する指導、肥満及

びやせ対策、薬物乱用防止対策（喫煙・飲酒を含む。）、食育などについて、地域や関係機関が

連携しながら、効果的に取り組みます。 

 

  

関連事業 
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施策の方向性４ 健やかな成長を支える環境の整備 

若者が地域で過ごすことができるよう安全・安心な生活環境を整備するとともに、事故

や犯罪被害に合わないよう啓発・教育活動を推進します。 

また、子どもの居場所づくりや活動を支える多様な担い手の活用と育成を推進します。 

関連事業 

 

①安全安心な環境整備 

79 関連機関の連携強化 青少年課 

 家庭・学校・地域の連携により実施される、青少年が健康で心豊かに成長するための環境の

整備・安全対策・非行防止等についての活動を推進している青少年健全育成推進協議会との連

携を図ります。 

80 地域安全活動の推進 交通防犯課 

 若者を含めた市民が犯罪被害に遭わないよう、地域防犯ネットワーク（ＡＰＯＣ）が実施す

る各種防犯活動（防犯パトロールや登下校時の見守り活動等）に対し、支援を実施します。 

81 有害情報等への対応 学校教育課 

 インターネットや携帯電話、スマートフォン等の適切な利用や、薬物乱用防止を啓発する活

動に取り組みます。 

また、青少年健全育成推進協議会と連携し、校区のパトロールを定期的に実施します。 

 

②地域における多様な担い手の活用と育成 

82 地域のネットワークづくり こども支援課 

 市民団体等が行うこども食堂、学習支援、プレイパークなどの子どもの居場所事業の活発な

活動を促すとともに、地域ぐるみでの支援体制を構築するため、ワークショップや会議の開催

を通じ、ネットワークの構築を促進します。 

83 担い手となる人材の育成                       青少年課 

 地域における子どもたちの健やかな成長を支える担い手を確保・育成するため、青少年相談

員の活動を支援します。 

●目標設定● 青少年相談員の数 

  現状値２３人（平成３０年度）➡現状値以上（令和６年度） 

 

  

関連事業 
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基本目標５ 生まれ育った環境に左右されないために 

 

 

国民生活基礎調査（厚生労働省）によると、子どもの相対的貧困率は、平成21年に15.7％、

平成24年に16.3％に上昇し、平成27年に13.9％と改善しましたが、子どものおよそ７人

に１人が貧困状態にあるという厳しい状況にあります。また、ひとり親家庭の貧困率は、

50.8％となっており、ひとり親世帯の半数が貧困状態にあると考えられます。 

このような中、子どもの貧困対策を総合的に推進することを目的として、平成26年１月に

「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が施行され、同年８月には、同法に基づき「子供

の貧困対策に関する大綱」が閣議決定され、子どもの貧困対策として様々な取組が行われて

いますが、ひとり親家庭の貧困率は依然として高い水準にあること、親の妊娠・出産期から

子どもの社会的自立までの切れ目のない支援が必要であること、支援が必要であるのに届い

ていない又は届きにくい家庭や子どもに届く支援が必要であることなど課題が残っています。 

入間市では、生活保護受給世帯数、保護率ともに増加傾向にありますが、18歳未満の属す

る世帯数は100世帯程度で推移しています。また、児童扶養手当受給者数は1,000世帯を超

え、就学援助認定者数も1,500件を超えています。また、ひとり親家庭のうち母子世帯数は

増加傾向にあり、平成22年に959世帯、平成27年に985世帯となっています。 

また、小学校５年生と中学校２年生を対象に実施した「入間市子どもの生活に関する調査」

では、経済的に困難な状況にあると想定される生活困難層が7.8％となり、母子世帯では３分

の１を超える世帯が生活困難層となっています。 

子どもの貧困は、子どもの心身の成長や学力、進学などに様々な影響を及ぼすだけでなく、

将来の就労や収入によって、次の世代に貧困状態が連鎖する可能性が高いと言われており、

子どもたちの成長と将来が生まれ育った環境に左右されることのなく、また、貧困が世代を

超えて連鎖することがないよう、子どもの貧困対策及びひとり親家庭への支援に確実に取り

組む必要があります。 

  

現状と課題

い 
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■子どもの相対的貧困率の推移（厚生労働省「国民生活基礎調査」） 

全国の子どもの相対的貧困率は、平成 21 年に 15.7％、平成 24 年に 16.3％に上昇

し、平成 27 年に 13.9％となりました。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

国民生活基礎調査 

■生活保護受給世帯・保護率の推移 

本市の生活保護受給世帯数は、１８歳未満の子どもが属する世帯ではこの５年間で大

きな変化はありませんが、それ以上の年代の世帯では増加傾向にあり、保護率も上昇し

ています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

生活支援課（各年度４月 1 日現在） 

■児童扶養手当受給者数 

児童扶養手当受給者数は、1,000 世帯を超えて推移しており、平成 30 年度には

1,045 世帯、対象者に占める割合は 85.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

こども支援課（各年度 3 月 31 日現在） 
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■就学援助費認定者数・認定率（小学校・中学校） 

就学援助費認定者数は小学校、中学校を合わせて 1,500 人を超えて推移しており、平

成 30 年度には 1,526 人、認定率は 13.73％となっています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校教育課（各年度 3 月 31 日現在） 

 

  

■母子世帯・父子世帯数の推移（入間市） 

ひとり親世帯数は増加傾向にあり、特に母子世帯数が増加しており、平成２７年には

９８５世帯となっています。 
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施策の方向性１ 子どもの貧困問題への対策 

子どもたちが生まれ育った環境に左右されず、落ち着いて健康に生活し、意欲的に学習

や活動に取り組み、その能力や可能性を最大限に伸ばすことができるよう、教育の支援、

生活の支援、保護者に対する就労支援、経済的支援に取り組みます。 

 

関連事業 

 

84 スクールソーシャルワーカーと福祉・医療との連携による支援 学校教育課 

 問題を抱える子どもたちの環境改善を図るため、教育センターにスクールソーシャルワーカ

ーを配置し、児童・生徒や保護者との面談や、ケース会議を通じ、必要な福祉や医療サービス

につなぐ支援をします。また、子ども家庭総合支援拠点の子ども家庭支援員やコーディネータ

ーとの連携を密に図ります。 

72 〈再掲〉生活困窮世帯やひとり親家庭の生徒に対する学習支援 
生活支援課 

こども支援課 

  貧困の連鎖を断ち、子どもの将来の可能性を拡げるため、生活保護世帯を含む生活困窮世帯

及びひとり親家庭の中学生・高校生を対象に学習教室の開催や家庭訪問による支援を行います。 

85 生活困窮世帯の児童に対する学習支援・生活支援 生活支援課 

 早い段階での学習のつまずきの解消や、生活習慣の改善を促すため、困窮家庭の小学生を対

象に、学習支援及び生活支援を行います。 

 ●目標設定● 小学生学習支援会場数 

  現状値０（平成３０年度）➡1 会場（令和６年度） 

 

 

73 〈再掲〉小中学校児童・生徒に対する就学援助             学校教育課 

 

 

 

 経済的に困っている子育て家庭へ制度の情報が行き届くよう、広報紙等での広報、全児童生

徒や就学時健康診断でのチラシの配布により、保護者への周知を図るとともに、制度を知らな

い家庭がなくなるよう、周知方法を研究します。 

74 〈再掲〉奨学金の貸与 学校教育課 

 能力があるにもかかわらず経済的な理由で高校、大学等への修学が困難な子ども・若者を支

援するため、奨学金の貸付を行います。また、併せて、日本学生支援機構や他の奨学金制度の

情報を提供し、子ども・若者の学ぶ意欲を支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

関連事業 
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86 母子・父子自立支援事業 こども支援課 

 ひとり親家庭の母又は父が抱えている子育て、生活、就労などの問題についての身近な相談

窓口として、母子・父子自立支援員を増員し、子ども家庭総合支援拠点と連携することで、相

談体制や情報提供体制を充実させ、ひとり親家庭等が安心して日常生活を送れるよう支援しま

す。 

 ●目標設定● ひとり親家庭等の自立のための相談件数 

  現状値５５１件（平成３０年度）➡現状維持（令和６年度） 

 

 

75 〈再掲〉生活困窮者自立支援事業 生活支援課 

 経済的困窮や就労、病気等、課題を抱える生活困窮者に対し、生活困窮者自立支援法に基づ

き、相談員が暮らしや仕事などについての相談を受け、支援計画を策定した上で自立に向けた

必要な支援を行います。 

87 生活困窮世帯の保護者に対する就労支援事業             生活支援課 

商工観光課 

人権推進課 

生活困窮者や生活保護受給者に対し、就労支援員による支援や、ハローワークと福祉事務所

等のチーム支援、就労の準備段階の者への支援など、きめ細かい支援を実施します。また、生

活保護受給者に対し、就労や自立に向けたインセンティブの強化として、就労活動促進費や就

労自立給付金を支給します。 

長時間労働、賃金の不払い、労働災害等など労働環境に関する相談に応じ、安定して働くた

めの支援を行います。また、在宅ワーク等に関する知識や情報などを提供し、多様な働き方を

選択する支援を行います。 

88 生活困窮世帯に対する食を通じた支援               生活支援課 

こども支援課 

 家庭において十分な食事を摂れない状況にある世帯を支援するため、フードバンクからの食

料を提供するなど、市民活動との協働を視野に入れながら困窮世帯の食糧支援を推進するとと

もに、こども食堂やフードバンクなどの活動を支援します。 

82 〈再掲〉地域のネットワークづくり こども支援課 

 市民団体等が行うこども食堂、学習支援、プレイパークなどの子どもの居場所事業の活発な

活動を促すとともに、地域ぐるみでの支援体制を構築するため、ワークショップや会議の開催

を通じ、ネットワークの構築を促進します。 

89 生活問題を早期に解決するための相談体制の強化          生活支援課 

こども支援課 

経済的困窮や就労、病気等、課題を抱える生活困窮者に対し、相談員により包括的な支援を

行うとともに、必要に応じ適切な関係機関につなぎます。子ども家庭総合支援拠点において、

コーディネーターを配置し、経済的な理由から困難を抱える児童への対応を強化します。また、

保育所や地域子育て支援拠点など、地域の身近な場所において、気づき、拠点につなぐ見守り

ボランティアを育成します。 

   ●目標設定● 見守りボランティア人数 

    現状値０（平成３０年度）➡１００人（令和６年度）  
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施策の方向性２ ひとり親家庭への支援の充実 

ひとり親家庭の親子が安心して子育ち・子育てができるよう支援の充実と必要な支援を

確実に受けることができる体制整備を行います。 

 

関連事業 

 

90 ひとり親家庭の生徒に対する学習支援 こども支援課 

  ひとり親家庭の中学生・高校生を対象に、学習支援及び訪問支援を行います。 

91 ファミリー・サポート・センター事業／子育て緊急サポート事業 こども支援課 

 子育て家庭の仕事と家庭の両立を支援するため、ファミリー・サポート・センター事業や病

児・病後児の預かり等を行う子育て緊急サポート事業による地域の相互援助活動の促進を図り

ます。ファミリー・サポート・センター事業においては、ひとり親家庭に対し提供会員を優先

して調整するなど利用支援を図ります。 

45 〈再掲〉子育て援助活動支援事業利用料助成 こども支援課 

 子育て家庭の経済的負担の軽減を図るため、非課税世帯等を対象として、ファミリー・サポ

ート・センター事業及び子育て緊急サポート事業の利用料を助成します。 

92 児童扶養手当 こども支援課 

 ひとり親家庭等の生活の安定を図るため、ひとり親家庭等に手当を支給します。 

93 ひとり親家庭等医療費扶助 こども支援課 

 ひとり親家庭等の生活の安定を図るため、ひとり親家庭等に対し医療費の一部を支給しま

す。 

94 母子・父子並びに寡婦福祉資金貸付制度 こども支援課 

 母子・父子及び寡婦に対して、就職や能力開発、子どもの就学など、ひとり親家庭等の自立

や子どもの福祉増進のために必要な費用について、県が実施している母子及び父子並びに寡婦

福祉資金貸付の利用を促進し、自立に向けた機会の拡大を図ります。 

86 〈再掲〉母子・父子自立支援事業 こども支援課 

 ひとり親家庭の母又は父が抱えている子育て、生活、就労などの問題についての身近な相談

窓口として、母子・父子自立支援員を増員し、子ども家庭総合支援拠点と連携することで、相

談体制や情報提供体制を充実させ、ひとり親家庭等が安心して日常生活を送れるよう支援しま

す。 

95 自立支援プログラム策定の検討 こども支援課 

 個々の家庭状況、就業への意欲、職業適性等を把握した上で自立支援プログラムを策定し、

きめ細かに就職活動を支援します。 

  

関連事業 
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96 ハローワーク等との連携による就労支援 こども支援課 

 本人の希望に基づき、ハローワークと情報共有し、就労につながりやすい相談を実施します。

また、マザーズハローワークに繋いだり、県福祉事務所の就業支援専門員と連携し、相談日を

設けるなど、ひとり親家庭の就労を支援します。 

97 母子家庭又は父子家庭への自立支援給付金の支給 こども支援課 

 母子家庭の母又は父子家庭の父に対して、就職の際に有利な資格の取得を支援するため、教

育訓練給付金や高等職業訓練促進給付金を支給します。 

98 情報提供の充実 こども支援課 

 ひとり親家庭等の自立支援に関する「ひとり親支援パンフレット」を作成し、支援情報提供

の充実を図ります。 
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基本目標６ 親子の健康を増進するために 

 

 

母子保健は、生涯を通じた健康の出発点であると同時に、次の世代を健やかに産み育てる

ための基盤になります。 

本市では、妊娠・出産に対する不安や心身の負担を軽減するとともに、妊娠期から子育て

期にわたる切れ目のない支援を行うため、平成２９年度より母子健康手帳交付時に保健師等

の専門職による妊婦に対する面接を行っており、平成３０年度は 92.7％の面接率となりまし

た。また、妊娠中の妊婦健康診査や新生児・未熟児訪問、こんにちは赤ちゃん事業などを通

じて妊娠・出産、育児に関する不安の軽減や児童虐待予防に努めています。 

近年、晩婚化に伴う晩産化や低出生体重児の増加、近くに子どもをみてもらえる親族や知

人がいないなど子育て環境の変化等により出産後の心身の不調や家庭問題を抱える家庭が増

えており、出産前後の体調不良などの理由により支援が必要な方を対象とした産前・産後ケ

アのほか、新生児・妊婦相談等、母と子の心身の健康を支える取り組みも重要になっていま

す。 

安心して子どもを産み、子どもがより健やかに育つ環境を整えるために、医療・福祉・教

育等との連携のもと、切れ目のない支援を推進することが必要です。 

 

■母子健康手帳交付件数・面接率 

母子健康手帳交付件数は減少傾向にあり、平成３０年度は 845 件となっています。

平成２９年度から開始した保健師等による面接率は、平成３０年度に 92.7％となって

います。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 地域保健課（各年度 3 月 31 日現在） 
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■乳幼児健康診査受診状況 

３～4 か月児、１歳６か月児、３歳児の乳幼児健康診査の受診率は概ね 100％に近

い水準で推移しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域保健課（各年度 3 月 31 日現在） 

   

■相談・訪問事業の利用状況 

健康福祉センターで実施している相談事業では、乳幼児・妊婦相談は減少傾向にあ

りますが、育児や子どもの発育・発達について電話で相談を受け付けている電話窓口

相談は平成３０年度には 1,131 件と大幅に増加しました。訪問事業では、平成３０年

度には新生児・未熟児訪問が８６６件、こんにちは赤ちゃん訪問は１４１件となって

います。 

 

 相談事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 訪問事業 

 

 

 

 

地域保健課 

 

 

 

地域保健課（各年度 3 月 31 日現在） 
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■産前・産後ケアの利用状況 

出産前後の体調不良などの理由により支援が必要な方を対象に行っている「訪問型

産前・産後ケア事業」「宿泊型産後ケア事業」「産前・産後ヘルパー派遣事業」は、ニ

ーズの高まりとともに周知が進み、利用件数が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こども支援課（各年度 3 月 31 日現在） 

 

施策の方向性１ 妊娠期からの切れ目ない支援 

妊娠期から子育て期にわたって母子に寄り添い、子どもや母親の健康の保持・増進を図

るとともに、精神的な負担の軽減のために、育児相談や栄養相談等の各種相談事業や訪問

指導を実施し、母子保健事業の充実に取り組みます。 

 

関連事業 

 

99 子育て世代包括支援センター（利用者支援事業母子保健型） 地域保健課 

 妊娠、出産、子育て期までの母子の健康や子育てに関する様々な悩み等に保健師等が専門的

な見地から相談支援を実施し、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目ない支援を行います。 

  ●目標設定● 指標：設置数 

  【区域設定：全市】 （ヶ所） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み①      

 
利用者支援事業・

母子保健型 
1 1 1 1 1 

確保の内容②      

 
利用者支援事業・

母子保健型 
1 1 1 1 1 

差（②－①） ０ ０ ０ ０ ０ 

 

  

関連事業 
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100 乳児家庭全戸訪問事業 地域保健課 

 生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、子育て等の状況を把握し、必要な情報の

提供を行い、適切な母子保健サービスが受けられるように支援し、育児不安の軽減や児童虐待

予防に努めます。 

  ●目標設定● 指標：訪問乳児数  

  【区域設定：全市】 （人） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み① 873 855 836 819 806 

確保の内容② 873 855 836 819 806 

差（②－①） 0 0 0 0 0 

 

101 妊娠・出産・子育てに対する教育・相談 地域保健課 

 妊娠・出産・子育てに関する知識の普及と情報提供、必要に応じて相談指導を行い、地域で

安心して出産・子育てを行うことができるように支援します。 

102 産前・産後ケア事業 こども支援課 

産前・産後の支援を必要とする妊産婦及び乳児を対象に、自宅に助産師が訪問して育児相談

や母乳ケアなどの支援を行う「訪問型産前・産後ケア事業」、医療機関に宿泊し育児指導や母体

ケアなどの支援を行う「宿泊型産後ケア事業」のほか、ホームヘルパーを派遣して家事や育児

の支援を行う「産前・産後ヘルパー派遣事業」を行うことで、安心して妊娠・出産・子育てで

きるよう支援します。 

●目標設定● 妊娠・出産について満足している者の割合 

    現状値 80.0％（平成３０年度）➡現状値以上（令和６年度） 

 

妊娠期からの切れ目のない支援のために 

 

 

 

 

 

  

 

 妊娠       出産           子育て 

妊婦健診 

両親学級 

妊産婦訪問 

妊産婦の健康
相談 

新生児訪問 

こんにちは赤ちゃん
訪問 

母乳相談 

予防接種 

乳幼児健診 

赤ちゃんサロン 

乳幼児相談 

９か月育児学級 

育児・発達についての相談 

産前・産後ケア事業 

（ヘルパー派遣・助産師訪問・宿泊型） 

保育所等・一時預かり・病後児保育・ 

家庭児童相談・発達支援 

子育て支援センター 

ファミリー・サポート・センター 
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施策の方向性２ 保健対策の充実 

安心して子どもを産み、健やかに育てるため、母子の健康保持に向け、保健的な支援の

さらなる充実を図ります。 

 

関連事業 

 

103 妊婦健康診査 地域保健課 

 妊娠中の母体の健康の保持増進や、疾病の早期発見を目的に、妊婦健康診査を行います。健

康診査の受診を勧奨し、妊娠出産に伴う経済的な負担の軽減を図り、妊婦の健康保持と安心し

て出産できる環境整備に努めます。 

  ●目標設定● 指標：健診回数 

  【区域設定：全市】 （回） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み① 10,389 10,175  9,948  9,746  9,591 

確保の内容② 12,222 11,970 11,704 11,466 11,284 

差（②－①） 1,833 1,795 1,756 1,720 1,693 

 

104 乳幼児健康診査（3～4 か月児、1 歳 6 か月児、3 歳児） 地域保健課 

 ３～４か月児、１歳６か月児、３歳児の発育発達、疾病の有無を早期に発見し、必要な医療

や支援が適切に受けられるように乳幼児健康診査を実施します。また個別に育児相談等を実施

し、育児不安の軽減や児童虐待の予防に努めます。 

 ●目標設定● 3 歳児健康診査受診率 

    現状値 96.8％（平成３０年度）➡現状値以上（令和６年度） 

 

●目標設定● むし歯のない 3 歳児の割合 

    現状値 89.6％（平成３０年度）➡90.0％（令和６年度） 

 

 

105 食育の推進 地域保健課 

 両親学級、食育教室等の母子保健事業や講師派遣で行う栄養士の講話を通じて、食に関する

情報提供を行い、親子を対象に食育を推進します。乳幼児相談等で食に関する疑問に対応し、

不安軽減を図ります。 

 

  

関連事業 
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施策の方向性３ 小児医療の充実・予防接種の実施 

小児救急医療体制の充実を図るため、引き続き、近隣市の病院と連携して体制を確保し

ます。また、予防接種事業を実施し、接種勧奨に努めます。 

 

関連事業 

 

106 救急医療体制 健康管理課 

 入院治療を必要とする救急患者に、所沢市、狭山市、入間市の３市圏域内における休日、夜

間の第二次救急医療を確保するため、埼玉県及び各市と協力して所沢地区病院群輪番制病院運

営事業及び小児科救急医療病院群輪番制病院運営事業を実施します。 

107 夜間診療所 健康管理課 

 初期救急医療を必要とする方に、日、月、木、土曜日の夜間（午後７時３０分から午後１０

時３０分まで）における内科及び小児科の診療を入間地区医師会に委託して行います。また、

狭山市と協同で１週間を通した夜間の初期救急医療体制を確保します。 

１08 予防接種 地域保健課 

 感染のおそれのある疾病の発生やまん延を予防するため、予防接種法に基づく各種予防接種

を実施します。 

 

関連事業 
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第５章 施策の進行管理 

１ 計画の進行管理体制 

（１）子ども・子育て支援事業計画の進行管理 

 この計画の実現に向けて、子ども・子育て支援事業計画の進捗状況は、入間市児童福祉審

議会において把握し、毎年度点検・評価を実施していきます。 

 具体的には、以下の図の様にＰＤＣＡサイクルに基づいて、計画内容と実際の認定状況や

利用状況、整備状況などを点検・評価し、乖離がある場合には修正を行っていきます。また、

大きな修正・変更が必要になった場合は、計画の中間年を目安として計画の見直しを行いま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PDCA 

サイクル 
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■子ども・子育て支援事業計画の進行管理一覧 

事業№ 事業名 指標 
現状値 

（平成30年度）
目標値 

（令和６年度）
所管課 

23 1号認定（幼稚園・認定こども園） 確保の内容（定員数） 2,030人 1,969人 保育幼稚園課 

23 ２号認定（保育所等（3～5歳児）） 確保の内容（定員数） 2,188人 2,116人 保育幼稚園課 

23 ３号認定（保育所等（0～2歳児）） 確保の内容（定員数） 890人 953人 保育幼稚園課 

 

36・99 

 

利用者支援事業     

 基本型・特定型 確保の内容（設置数） 1ヶ所 5ヶ所 こども支援課 

 
母子保健型 確保の内容（設置数） 1ヶ所 1ヶ所 地域保健課 

37 時間外保育事業（延長保育事業） 確保の内容（定員数） 1,382人 1,382人 保育幼稚園課 

49 学童保育室 確保の内容（在籍児童数） 992人 1,184人 青少年課 

38 ショートステイ 延べ利用者数 0 27人 こども支援課 

39 地域子育て支援拠点事業 確保の内容（設置数） 
常設拠点 

6ヶ所 

常設拠点 

12ヶ所 
こども支援課 

40 
一時預かり事業 

（幼稚園・認定こども園） 
確保の内容（延べ利用者数） 52,700人 84,000人 保育幼稚園課 

41 

一時預かり事業 

（保育所・ファミリー・サポート・  

  センター・地域子育て支援拠点） 

確保の内容（定員数） 24,977人 28,210人 
保育幼稚園課 

こども支援課 

42・43 
病後児保育 

子育て緊急サポート事業 
確保の内容（定員数） 976人 984人 

保育幼稚園課

こども支援課 

44 
ファミリー・サポート・センター事業（就
学児童の援助） 

活動回数（就学児童） 3,886回 3,645回 こども支援課 

103 妊婦健康診査 健診回数 10,562回 11,284回 地域保健課 

100 乳児家庭全戸訪問事業 訪問乳児数 876人 806人 地域保健課 

6 養育支援訪問事業 延べ利用世帯数 3世帯 9世帯 こども支援課 

25 実費徴収に係る補足給付事業  未実施  保育幼稚園課 

26 多様な事業者の参入促進・能力活用  未実施  保育幼稚園課 

※実費徴収に係る補足給付事業、多様な事業者の参入促進・能力活用は、目標値を定めていません。 
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（２）市独自の目標値の進行管理 

市が独自に目標値を設定した計画の進捗状況について、毎年度、児童福祉審議会において進行

管理を行います。 

■市独自の目標値一覧 

事業№ 事業名 指標 
現状値 

（平成30年度）

目標値 

（令和６年度）
指標の所管課 

5 子ども家庭総合支援拠点 児童虐待対応人数 188人 225人 こども支援課 

11 子どもの権利擁護 
暴力や体罰によらない子育
てを学ぶ講座の開催回数 

1回 4回 
こども支援課 

社会教育課 

12 児童発達支援センター 週当たり延べ利用者数 66人 130人 こども支援課 

19 外国人相談支援 一月当たりの外国語相談日数 9日 13日 自治文化課 

35 幼児教育アドバイザーの配置 アドバイザーの配置人数 0 1人 保育幼稚園課 

51 
ワーク・ライフ・バランスの
推進 

男性も育児・介護休業、子ど
もの看護休暇を取ることは賛
成だが、現実的には取りづら
いと思う人の割合 

65％ 

（H27年度） 

50％ 

（R3年度） 
人権推進課 

55 地域ボランティアの活動の促進 

いるまボランティアセンター
夏ボランティアでの子育て支
援に関する募集メニュー数 

2件 5件 こども支援課 

56 
若者がまちづくりに参画す
る機会の充実 

子どもたちのまちづくりへ
の参画機会数 

2件 10件 企画課 

64 居場所づくりの推進 子どもの居場所の数 9か所 16か所 青少年課 

67 不登校・いじめ・自殺対策 不登校児童生徒の割合 0.66％ 現状値以下 学校教育課 

72 
生活困窮世帯やひとり親家庭
の生徒に対する学習支援 

学習支援会場数 2会場 ３会場 
生活支援課 

こども支援課 

76 次代の親の育成事業 

青少年乳幼児等触れ合い体
験事業に参加した中高生の
数 

1,041人 1,000人 青少年課 

83 担い手となる人材の育成 青少年相談員の数 23人 現状値以上 青少年課 

85 
生活困窮世帯の児童に対す
る学習支援・生活支援 

小学生学習支援会場数 0 1会場 生活支援課 

86 母子・父子自立支援事業 
ひとり親家庭の自立のため
の相談件数 

551件 現状維持 こども支援課 

89 
生活問題を早期に解決する
ための相談体制の強化 

見守りボランティア人数 0 100人 こども支援課 

102 産前・産後ケア事業 
妊娠・出産について満足して
いる者の割合 

80.0％ 現状値以上 こども支援課 

104 乳幼児健康診査 

3歳児健康診査受診率 96.8％ 現状値以上 地域保健課 

むし歯のない３歳児の割合 89.6％ 90.0％ 地域保健課 
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■計画全体の成果指標 

指標 内容 現状値 目標値 所管課 

子育てについて相談先がある
子育て家庭の割合 

子ども・子育て支援ニーズ調査
結果から判断します。 

96.2％ 
98.7％ 

（R5年度）
こども支援課 

この地域で今後も子育てをし
ていきたいか 

乳幼児健康診査時の「健やか親
子 21（第 2次）」に基づく問
診から判断します。 

93.5％ 95.0％ 地域保健課 

子育ての環境や支援への満足
度 

子ども・子育て支援ニーズ調査
結果から判断します。 

2.87 
3 

（Ｒ５年度）
こども支援課 

 

 

（3）子供の貧困対策に関する大綱における指標 

子どもの貧困対策の推進に関する法律に基づく子供の貧困対策に関する大綱に掲げる指標

のうち、市で把握可能な項目について、効果の検証・評価の指標として掲げます。 

※ 現在、子供の貧困対策に関する大綱が見直し中であるため、新大綱が策定された後、掲

載します。 
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１ 計画策定の経緯 

 

年 月 日 内 容 

平成 30年 4月 9日 平成３０年度 第１回 子ども・子育て支援事業計画策定委員会 

4月 27日 平成３０年度 第１回 児童福祉審議会 

5月２日 第３回 子どもの貧困対策推進検討委員会 

5月 24日 平成３０年度 第２回 子ども・子育て支援事業計画策定委員会 

6月 12日 平成３０年度 第３回 子ども・子育て支援事業計画策定委員会 

6月 21日 第４回 子どもの貧困対策推進検討委員会 

6月 29日 平成３０年度 第２回 児童福祉審議会 

７月 子どもの貧困実態調査 子どもの生活に関するアンケート調査 

7月 11日 平成３０年度 第４回 子ども・子育て支援事業計画策定委員会 

7月 27日 平成３０年度 第３回 児童福祉審議会 

9月 10日 平成３０年度 第５回 子ども・子育て支援事業計画策定委員会 

9月 21日 平成３０年度 第６回 子ども・子育て支援事業計画策定委員会 

9月 28日 平成３０年度 第４回 児童福祉審議会 

10月～11月 子ども・子育て支援ニーズ調査の実施 

10月～12月 子どもの貧困実態調査 資源量把握調査 

10月 17日 平成３０年度 第７回 子ども・子育て支援事業計画策定委員会 

10月 19日 平成３０年度 第５回 児童福祉審議会 

12月 20日 第５回 子どもの貧困対策推進検討委員会 

12月 21日 
平成３０年度 第６回 児童福祉審議会 

（次期子ども・子育て支援事業計画（素案）について諮問） 

平成 31年 1月 8日 平成３０年度 第８回 子ども・子育て支援事業計画策定委員会 

1月 25日 平成３０年度 第７回 児童福祉審議会 

2月 19日 平成３０年度 第９回 子ども・子育て支援事業計画策定委員会 

3月９日 
「いるま子ども・子育てフォーラム」（入間市子どもの貧困実態
調査報告会、子ども・子育てワークショップ） 

3月 13日 
平成３０年度 第１０回 子ども・子育て支援事業計画策定委員
会 

3月 20日 平成３０年度 第８回 児童福祉審議会 

4月 11日 平成３１年度 第１回 子ども・子育て支援事業計画策定委員会 
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年 月 日 内 容 

4月 18日 平成３１年度 第１回 子どもの貧困対策推進庁内連携会議 

4月 24日 第６回 子どもの貧困対策推進検討委員会 

4月 26日 平成３１年度 第１回 児童福祉審議会 

令和元年 5月 17日 令和元年度 第２回 児童福祉審議会 

5月 22日 令和元年度 第２回 子ども・子育て支援事業計画策定委員会 

5月 29日 第７回 子どもの貧困対策推進検討委員会 

6月 5日 令和元年度 第３回 子ども・子育て支援事業計画策定委員会 

6月 21日 令和元年度 第３回 児童福祉審議会 

6月 25日 令和元年度 第４回 子ども・子育て支援事業計画策委定員会 

7月 17日 令和元年度 第５回 子ども・子育て支援事業計画策定委員会 

7月 26日 令和元年度 第４回 児童福祉審議会 

8月 9日 令和元年度 第５回 児童福祉審議会 

8月 19日 第８回 子どもの貧困対策推進検討委員会 

8月 23日 令和元年度 第６回 子ども・子育て支援事業計画策定委員会 

9月 13日 令和元年度 第７回 子ども・子育て支援事業計画策定委員会 

9月 27日 令和元年度 第６回 児童福祉審議会 

10月 25日 令和元年度 第７回 児童福祉審議会 

10月 30日 次期子ども・子育て支援事業計画（素案）の答申 
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２ 子ども・子育て支援ニーズ調査結果について 

（１） 子ども・子育て支援ニーズ調査結果（抜粋） 

 

 本計画を策定するにあたり、「量の見込み」の算出や子育て支援に関する実態や意見・要望

等を把握するために、「入間市子ども・子育て支援ニーズ調査」を実施しました。 

 

調査の概要 

【未就学児・就学児調査】 

調査対象 入間市在住の就学前児童及び就学児童を持つ保護者 

抽出方法 住民基本台帳から無作為抽出 

調査期間 平成 30年 11月５日（木）～11月 22日（木） 

調査方法 郵送による配布・回収 

回収結果 

【就学前児童】 

発送数：2,100件 

回収数：1,189件 

回収率：56.6％ 

【就学児童】 

発送数：1,100件 

回収数：627件 

回収率：57.0％ 

【妊婦調査】 

調査対象 妊娠届を提出した妊婦 

調査期間 平成 30年 10月～11月 

調査方法 窓口での配布・回収 

回収結果 

発送数：160件 

回収数：80件 

回収率：50.0％ 
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（２） 調査の結果 

■子育て（教育を含む）の相談先 

未就学児のうち、子育てに関して、気軽に相談できる先が「いる/ある」は、96.2％、「い

ない/ない」は 3.6％となっています。 

相談できる先は、未就学児・就学児とも「配偶者（パートナー）」が特に高く、それぞれ

82.9％、75.0％、「友人や知人」が 73.6％、74.2％、「父母等の親族」が 79.6％、66.8％

となっています。 

 

 未就学児・子育てに関して、気軽に相談できる先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 就学児・子育てに関して、気軽に相談できる先 

  

n=(1,144)  

配偶者（パートナー）

父母等の親族

友人や知人

近所の人

子育て支援施設

保健所・健康福祉センター

助産師・保健師

保育所（園）

幼稚園

民生委員・児童委員

かかりつけの医師

市こども支援課窓口

その他

82.9

79.6

73.6

13.9

12.7

2.6

1.7

24.5

20.0

0.1

8.0

0.4

2.4

0 20 40 60 80 100

(%)

n=(627)  

配偶者（パートナー）

父母等の親族

友人や知人

近所の人

子育て支援施設（児童館等）

健康福祉センター・保健所

学校

教育センター

民生委員・児童委員

塾

かかりつけの医師

市の子育て関連窓口

その他

いない／ない

無回答

75.0

66.8

74.2

10.4

1.0

0.8

19.5

1.1

0.3

3.5

4.6

0.8

2.7

1.8

0.2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 (%)
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■母親の就労状況と未就労の母親の就労意向 

母親の就労状況をみると、未就学児では「以前は就労していたが、現在は就労していな

い」が 37.7％で最も高く、次いで「パート・アルバイト等で就労しており、産休・育休・

介護休業中ではない」が 26.9％となっています。 

一方、就学児では「パート・アルバイト等で就労しており、産休・育休・介護休業中で

はない」が 47.9％で最も高く、次いで「フルタイムで就労しており、産休・育休・介護休

業中ではない」が 29.7％となっており、子どもの年齢によって母親の就労形態に変化が見

られます。 

未就労の母親の就労希望をみると、未就学児では「１年より先、一番下の子が「  歳」

になったころに就労したい」が 49.2％で最も高く、就労希望時期は、末子が「３歳」が

20.5％、「７歳」が 19.2％、「４歳」が 16.7％となっています。一方、就学児では「子

育てや家事などに専念したい（就労の予定はない）」が 35.4％で最も高くなっています。 

 

 未就学児の母親・就労状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 就学児の母親・就労状況 

 

  

n=(620)  

フルタイム（週５日・１日８時間程度）で
就労しており、産休・育休・介護休業

中ではない

フルタイムで就労しているが、
産休・育休・介護休業中である

パート・アルバイト等（「フルタイム」
以外）で就労しており、

産休・育休・介護休業中ではない

パート・アルバイト等（「フルタイム」
以外）で就労しているが、

産休・育休・介護休業中である

以前は就労していたが、現在は
就労していない

これまで就労したことがない

無回答

29.7

-

47.9

0.2

18.1

2.9

1.3

0 10 20 30 40 50 60 (%)

n=(1,184)  

フルタイム（週５日・１日８時間程度）で
就労しており、産休・育休・介護休業

中ではない

フルタイムで就労しているが、
産休・育休・介護休業中である

パート・アルバイト等（「フルタイム」
以外）で就労しており、

産休・育休・介護休業中ではない

パート・アルバイト等（「フルタイム」
以外）で就労しているが、

産休・育休・介護休業中である

以前は就労していたが、現在は
就労していない

これまで就労したことがない

無回答

23.6

5.6

26.9

1.6

37.7

2.5

2.1

0 10 20 30 40
(%)
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■平日の定期的な幼児教育・保育事業の利用状況と利用している理由と今後の利用

希望 

未就学児の定期的な幼児教育・保育事業の利用状況は、「利用している」が 69.0％、「利

用していない」が 30.4％となっています。平日、定期的に利用している幼児教育・保育事

業は、「認可保育園」が 49.0％、「幼稚園」が 43.4％と特に高くなっています。 

平日に定期的な幼児教育・保育事業を利用している理由は、「子育てをしている方が現在

就労している」が 63.9％、「子どもの教育や発達のため」が 59.1％で６割前後と特に高

くなっています。 

平日の幼児教育・保育事業で定期的に利用したい事業は、「幼稚園」が 61.6％、「認可保

育所（園）」が 51.8％で上位を占めており、「幼稚園の預かり保育」は 34.0％となってい

ます。 

 

 定期的に利用している教育・保育事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平日の教育・保育事業で定期的に利用したい事業 

  

n=(820)  

幼稚園

幼稚園の預かり保育

認可保育所（園）

認定こども園

小規模な保育施設（地域型保育）

事業所内保育施設

家庭的保育

居宅訪問型保育

認可外の保育施設

児童発達支援

その他

無回答

43.4

9.5

49.0

0.6

2.1

2.4

-

-

0.4

1.0

2.9

0.5

0 10 20 30 40 50 60

(%)

n=(1,189)  

幼稚園

幼稚園の預かり保育

認可保育所（園）

認定こども園

小規模な保育施設（地域型保育）

事業所内保育施設

家庭的保育

居宅訪問型保育

認可外の保育施設

児童発達支援

その他

無回答

61.6

34.0

51.8

18.3

4.8

8.5

1.3

3.2

0.8

2.3

1.1

1.8

0 10 20 30 40 50 60 70

(%)
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n

全体 ( 498)

1

28.3 

1

14.9 

1

51.4 

1 

5.4 

■子育て支援事業の認知度・利用経験・今後の利用希望 

子育て支援事業の認知度をみると、未就学児では「児童センター」、「新生児訪問」、「保

育所(園)や幼稚園の園庭開放」が９割台で上位となっています。就学児では「ファミリー・

サポート・センター事業」と「むささびひろば」が７割強で上位となっています。 

利用経験は、未就学児の場合、「新生児訪問」が 78.5％で最も高く、これに「児童セン

ター」が 69.0％、「保育所（園）や幼稚園の園庭開放」が 45.1％、「公民館の子育て支援

事業」が 35.6％で続いています。就学児の場合は、「むささびひろば」が 16.1％で最も

高く、「子どもの居場所作り事業」が 6.7％、「ファミリー・サポート・センター事業」が

5.7％で続いています。 

今後の利用希望は、未就学児の場合、「児童センター」が 75.1％で最も高く、これに「保

育所（園）や幼稚園の園庭開放」が 50.8％、「公民館の子育て支援事業」が 46.8％で続

いています。就学児の場合は、「子どもの居場所作り事業」と「むささびひろばが４割強で

上位を占めています。 

 

■子育て支援センター等の利用状況と今後の利用意向 

未就学児の子育てセンター利用状況は、「利用している」が 28.9％、「利用していない」

が 68.9％となっています。未就学児の子育て支援センター利用意向は、「利用していない

が、今後利用したい」が 28.3％、「すでに利用しているが、今後利用日数を増やしたい」

が 14.9％で合計 43.2％となっています。 

 

 未就学児・利用状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 未就学児・今後の利用希望 

 

 

 

 

 

  

利
用
し
て

い
る 

 
 
 
 
 
 

利
用
し
て

い
な
い  

無
回
答 

 
 

利
用
し
て
い

な
い
が
、
今
後

利
用
し
た
い 

 
 
 

す
で
に
利
用

し
て
い
る
が
、

今
後
利
用
日

数
を
増
や
し

た
い 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

新
た
に
利
用

し
た
り
、
利
用

日
数
を
増
や

し
た
い
と
は

思
わ
な
い 

 
 
 
 
 

無
回
答 

 
 
 
 
 
 
 

n

全体 ( 498) 28.9 68.9 2.2 

(%) 

(%) 
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n

全体 ( 509)

1

28.5 

1

69.5 

1

2.0 

■病児・病後児のための保育施設等の利用意向（未就学児のみ） 

未就学児では、子どもが病気やケガで幼児教育・保育事業が利用できなかったことが「あ

った」が 82.4％となっています。幼児教育・保育が利用できなかった際の対処方法は、「母

親が休んで子どもをみた」が 72.6％と特に高く、これに「親族・知人に子どもをみてもら

った」が 38.2％で続いています。 

病児・病後児のための保育施設等の利用希望は、「できれば病児・病後児のための保育施

設等を利用したい」が 28.5％、「利用したいとは思わない」が 69.5％となっており、利

用したいと思わない理由は、「病児・病後児を他人に看てもらうのは不安」が 58.5％、「親

が仕事を休んで対応する」が 57.3％で特に高くなっています。 

 

 

 

未就学児・子どもが病気やケガで教育・保育事業が利用できなかったことの有無 

ｎ＝820 

 

未就学児・対処方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未就学児・病児・病後児のための保育施設等の利用意向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．あった  82.4％ ２．なかった  15.4％ 無回答   2.2％ 

で
き
れ
ば
病

児
・
病
後
児
保

育
施
設
等
を
利

用
し
た
い 

 
 
 
 
 

利
用
し
た
い
と

は
思
わ
な
い 

 
 
 

無
回
答 

 
 
 
 
 
 
 

n=(676)  

父親が休んで子どもをみた

母親が休んで子どもをみた

（同居者を含む）親族・知人に子どもを
みてもらった

父親又は母親のうち就労していない方が
子どもをみた

病児・病後児の保育を利用した（保育所
（園）で実施しているサービスを含む）

ベビーシッターを利用した

仕方なく子どもだけで留守番をさせた

その他

無回答

24.4

72.6

38.2

24.7

0.3

0.1

0.6

1.6

1.0

0 20 40 60 80 (%)

(%) 
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n=(318)  

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事

学童保育室（放課後児童クラブ）

放課後子ども教室

児童センター

ファミリー・サポート・センター

放課後等デイサービス

その他

無回答

52.2

19.2

50.3

44.0

17.6

8.8

6.9

7.9

18.9

11.0

0 10 20 30 40 50 60

(%)

■小学校就学後の放課後の過ごし方について 

未就学児が小学校低学年（１～３年生）になったら、放課後過ごさせたい場所は、「自宅」、

「習い事」が半数で上位を占め、「学童保育室」は 44.0％で続いています。小学校高学年

（４～６年生）では「自宅」、「習い事」の割合が半数以上に高まり、「学童保育室」は 28.9％、

「放課後こども教室」は 23.9％となっています 

就学児が現在放課後過ごしている場所は、「自宅」が 82.3％、「習い事、学習塾」が 61.9％

で特に高くなっており、「祖父母宅や友人・知人宅」が 21.2％、「学童保育室」が 18.5％

で続いています。「学童保育室」を利用していない理由のうち、「就労しているが、子ども

だけで大丈夫と思うから」は 19.6％となっています。 

 

未就学児・小学校低学年(１～３年生)時の希望 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未就学児・小学校高学年(４～６年生)時の希望 

 

  
n=(318)  

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事

学童保育室（放課後児童クラブ）

放課後子ども教室

児童センター

ファミリー・サポート・センター

放課後等デイサービス

その他

無回答

57.5

19.8

54.4

28.9

23.9

8.8

6.3

6.9

19.5

19.5

0 10 20 30 40 50 60 70

(%)
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n

全体 ( 627)

1

6.7 

1

22.8 

1

53.1 

1 

13.9 

1

2.6 

1 

1.0 

n

全体 (1,189)

1

8.2 

1

23.2 

1

43.4 

1 

18.8 

1

4.0 

1 

2.3 

■育児休暇の取得 

未就学児のうち、母親が育児休業を「取得した（取得中である）」は 33.3％、父親が「取

得した（取得中である）」は 4.3％となっています。 

育児休業を取得しなかった理由は、母親では「子育てや家事に専念するため退職した」

が 36.6％で最も高く、次いで「職場に育児休業の制度がなかった」が 22.9％となってい

ます。父親では、「仕事が忙しかった」が 36.7％、「配偶者が無職、祖父母等の親族にみて

もらえるなど、制度を利用する必要がなかった」が 33.7％、「職場に育児休業を取りにく

い雰囲気があった」が 27.4％となっています。 

 

 未就学児 

 

■子育て支援環境などの満足度 

入間市における子育ての環境や支援への満足度（５段階評価）は、未就学児の場合、「満

足度３（ふつう）」が 43.4％、「満足度１・２（低い）」は 31.4％、「満足度４・５（高い）」

は 22.8％となっています。これに対し、就学児の場合は、「満足度３（ふつう）」が 53.1％、

「満足度１・２（低い）」は 29.5％、「満足度４・５（高い）」は 16.5％となっています。 

 

未就学児 

 

 

 

 

 

 

 

就学児 

１
満
足
度

が
低
い 

２ ３ ４ ５
満
足
度

が
高
い 

無
回
答 

  

 

 

 

 

母親（ｎ＝1,184） 父親（ｎ＝1,107） 

１．働いていなかった      54.1％ 

２．取得した（取得中である)    33.3％ 

３．取得していない       11.1％ 

無回答              1.5％ 

１．働いていなかった        0.5％ 

２．取得した（取得中である)       4.3％ 

３．取得していない        90.0％ 

無回答               5.1％ 

１
満
足
度

が
低
い 

２ ３ ４ ５
満
足
度

が
高
い 

無
回
答 

 
 
 
 

(%) 
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３ 子どもの貧困実態調査について 

（１） 子どもの生活に関する調査結果 

 

 支援が必要な子育て家庭の孤立を防ぎ、世代を超えた貧困の連鎖を断ち切ることを目的に、

子ども・子育て家庭の生活実態を把握し、市の実情に応じた施策を講じるため、「入間市子ど

もの生活に関する調査」をしました。 

 

 調査の概要 

調査対象 
入間市内の全ての小学校、中学校に在籍する、小学 5年

生および中学 2年生のいる世帯の保護者と該当する児童 

調査方法 児童、生徒に対して、学級担任を通じて配布・回収 

調査期間 平成 30年 7月 5日～7月 1８日まで 

 回収結果 

 小学５年生のいる世帯 中学２年生のいる世帯 

配布数 1,285世帯 1,219世帯 

回収数 
児童 1,021件 960件 

保護者 1,022件 960件 

有効回答数 
（児童・保護者共に回答した世帯） 

1,020世帯 959世帯 

回答率 79.4％ 78.7％ 

 

 生活困難層と想定される家庭の割合 

●生活困難層の判定方法 

OECD（経済協力開発機構）の基準に基づき設定した可処分所得水準（世帯の人数別）

と食料・衣類を購入できなかった経験や公共料金等を支払えなかった経験により家庭の経

済的状況を分類しました。 

●生活困難層の分布                （単位 上段；件数、下段、％） 

小学５年生調査               中学２年生調査 

調
査
数 

生
活
困
難
層 

中
間
層 

非
該
当
層 

 

調
査
数 

生
活
困
難
層 

中
間
層 

非
該
当
層 

1,020 87 251 682  959 67 217 675 
100.0 8.5 24.6 66.9  100.0 7.0 22.6 70.4 

全体 

調
査
数 

生
活
困
難
層 

中
間
層 

非
該
当
層 

1,979 154 468 1,357 
100.0 7.8 23.6 68.6 
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①基本的生活習慣・朝食摂取状況 

子どもの朝食の摂取状況は、生活困難層は中間層、非該当層と比べて「毎日食べる」の

割合が 10ポイント以上低くなっており、子どもの年齢でみると小学 5年生、中学 2年生

ともに生活困難層は「毎日食べる」の割合が低く、特に中学 2年生は非該当層と比べて 20

ポイント以上低くなっています。 

世帯類型別でみるとひとり親(母親)世帯でも生活困難層は非生活困難層と比べて「毎日食

べる」の割合は低く、その差は 10ポイント未満となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  全  体 (1,979)

生活困難層 (154)

中間層 (468)

非該当層 (1,357)

小学５年生
全体

(1,020)

小学５年生
生活困難層

(87)

小学５年生
非該当層（中間層含む）

(933)

中学２年生
全体

(959)

中学２年生
生活困難層

(67)

中学２年生
非該当層（中間層含む）

(892)

ひとり親（母親）世帯の
生活困難層

(78)

ひとり親（母親）世帯の
非生活困難層

(134)

その他の世帯 (1,767)

73.4

86.8

88.6

89.8

80.5

90.7

83.9

64.2

85.4

73.1

81.3

88.0

10.4

8.3

5.7

6.0

8.0

5.8

7.5

13.4

7.1

14.1

10.4

6.1

11.7

4.3

2.5

2.5

10.3

1.7

4.9

13.4

4.3

9.0

4.5

3.3

3.9

0.6

1.2

0.4

1.1

0.3

2.2

7.5

1.8

3.8

2.2

1.1

0.6

2.0

1.4

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

(%)
ｎ

87.0 6.7 3.6

1.3

1.4

毎

日

食

べ

る

食

べ

る

方

が

多

い

（

週

４
～

６

日
）

食

べ

な

い

方

が

多

い

（

週

１
～

３

日
）

ほ

と

ん

ど

食

べ

な

い

無

回

答

生
活
困
難
層
別 

小
学
５
年
生 

生
活
困
難
層
別 
中
学
２
年
生 

生
活
困
難
層
別 

世
帯
類
型
別 

ひ
と
り
親
（
母
親
） 



94 

②基本的生活習慣（歯磨きの状況） 

「朝・昼・夜にみがく」と回答した割合は、小学 5年生では生活困難層 33.3％、非該

当層 50.6％と生活が困難になるほど低くなっています。一方で、中学 2年生は生活困難

層 22.4％、非該当層 22.6％と違いは見られません。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  全  体 (1,979)

生活困難層 (154)

中間層 (468)

非該当層 (1,357)

小学５年生
全体

(1,020)

小学５年生
生活困難層

(87)

小学５年生
非該当層（中間層含む）

(933)

中学２年生
全体

(959)

中学２年生
生活困難層

(67)

中学２年生
非該当層（中間層含む）

(892)

ひとり親（母親）世帯の
生活困難層

(78)

ひとり親（母親）世帯の
非生活困難層

(134)

その他の世帯 (1,767)

28.6

31.8

38.7

49.1

33.3

50.6

22.6

22.4

22.6

29.5

29.1

37.1

2.6

1.9

1.8

2.6

3.4

2.6

1.0

1.5

1.0

2.6

1.5

1.9

49.4

44.7

43.1

26.6

37.9

25.5

62.5

64.2

62.3

46.2

45.5

43.7

3.9

6.8

4.6

9.4

6.9

9.6

0.5

0.6

3.8

6.0

5.1

4.5

1.7

1.7

1.1

1.1

1.1

2.8

9.0

2.4

5.1

2.2

1.8

1.3

0.6

0.4

1.1

2.3

1.0

1.3

0.7

0.5

7.1

9.0

6.9

7.0

11.5

6.5

7.8

1.5

8.3

10.3

11.9

6.9

0.6

1.3

0.3

0.7

1.1

0.6

0.4

0.4

2.2

0.5

1.9

2.1

2.5

2.5

2.3

2.5

2.3

1.5

2.4

1.3

0.7

2.5

(%)
ｎ

36.3

1.9

44.0 5.1

1.9 0.6

7.4

0.6

2.4

朝

・

昼

・

夜

に

み

が

く

朝

と

昼

に

み

が

く

朝

と

夜

に

み

が

く

昼

と

夜

に

み

が

く

朝

だ

け

み

が

く

昼

だ

け

み

が

く

夜

だ

け

み

が

く

み

が

か

な

い

無

回

答

生
活
困
難
層
別 

小
学
５
年
生 

生
活
困
難
層
別 

中
学
２
年
生 

生
活
困
難
層
別 

世
帯
類
型
別 

ひ
と
り
親
（
母
親
） 
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③学習環境（学校から帰宅後に勉強や宿題をする時間） 

学校から帰宅後の行動に「勉強や宿題をする」時間は各区分で「１時間以内」が最も多

くなっていますが、ひとり親（母親）世帯の非生活困難層は「まったくしない」が 16.4％

と高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  全  体 (1,979)

生活困難層 (154)

中間層 (468)

非該当層 (1,357)

小学５年生
全体

(1,020)

小学５年生
生活困難層

(87)

小学５年生
非該当層（中間層含む）

(933)

中学２年生
全体

(959)

中学２年生
生活困難層

(67)

中学２年生
非該当層（中間層含む）

(892)

ひとり親（母親）世帯の
生活困難層

(78)

ひとり親（母親）世帯の
非生活困難層

(134)

その他の世帯 (1,767)

9.1

7.7

5.8

2.6

6.9

2.3

10.6

11.9

10.5

9.0

16.4

5.7

46.8

47.4

45.2

48.1

46.0

48.3

43.4

47.8

43.0

52.6

46.3

45.5

34.4

37.0

37.4

37.5

34.5

37.8

36.5

34.3

36.7

34.6

30.6

37.6

6.5

5.3

6.4

7.2

6.9

7.2

5.1

6.0

5.0

2.6

4.5

6.5

2.6

1.5

3.5

3.3

4.6

3.2

2.5

2.7

1.3

2.2

3.1

0.6

1.1

1.8

1.2

1.1

1.2

1.9

2.0

1.7

(%)
ｎ

6.5 45.8 37.0 6.2

2.9

1.5

ま
っ

た

く

し

な

い

１

時

間

以

内

１

時

間
～

２

時

間

未

満

２

時

間
～

３

時

間

未

満

３

時

間

以

上

無

回

答

生
活
困
難
層
別 

小
学
５
年
生 

生
活
困
難
層
別 

中
学
２
年
生 

生
活
困
難
層
別 

世
帯
類
型
別 

ひ
と
り
親
（
母
親
） 
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④教育環境（学校に行くのが楽しみかどうか） 

通学することが楽しみだと「とてもそう思う」と回答した割合は、生活が困難になるほ

ど低くなっています。年齢別にみると、小学５年生は「とてもそう思う」「そう思う」と回

答した割合の合計でも同様に生活が困難になるほど低くなっています。一方で中学 2年生

は「とてもそう思う」「そう思う」と回答した割合の合計に差は見られません。世帯類型別

にみると、ひとり親（母親）世帯は、中学２年生と同様に「とてもそう思う」と回答した

割合は、生活が困難になるほど低くなっていますが、「とてもそう思う」「そう思う」と回

答した割合の合計は生活困難層の区分で差は見られません。 

  

  全  体 (1,979)

生活困難層 (154)

中間層 (468)

非該当層 (1,357)

小学５年生
全体

(1,020)

小学５年生
生活困難層

(87)

小学５年生
非該当層（中間層含む）

(933)

中学２年生
全体

(959)

中学２年生
生活困難層

(67)

中学２年生
非該当層（中間層含む）

(892)

ひとり親（母親）世帯の
生活困難層

(78)

ひとり親（母親）世帯の
非生活困難層

(134)

その他の世帯 (1,767)

27.3

32.3

33.1

35.6

31.0

36.0

29.1

22.4

29.6

24.4

31.3

32.9

42.9

43.8

42.9

42.4

36.8

42.9

43.9

50.7

43.4

42.3

35.1

43.7

18.8

14.7

15.4

13.2

18.4

12.8

17.9

19.4

17.8

21.8

21.6

14.8

6.5

4.7

4.6

3.0

6.9

2.7

6.6

6.0

6.6

6.4

9.0

4.4

4.5

4.5

4.1

5.8

6.9

5.7

2.5

1.5

2.6

5.1

3.0

4.2

(%)
ｎ

32.4 43.1 15.5 4.7 4.2

と

て

も

そ

う

思

う

そ

う

思

う

あ

ま

り

思

わ

な

い

思

わ

な

い

無

回

答

生
活
困
難
層
別 

小
学
５
年
生 

生
活
困
難
層
別 

中
学
２
年
生 

生
活
困
難
層
別 

世
帯
類
型
別 

ひ
と
り
親
（
母
親
） 
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⑤子どもの人間関係 

友達や先生とのかかわり方については、小学５年生では、生活が困難になるほど「学校

の先生からよいところを認められている」に「とてもそう思う」と回答した割合が低くな

っています。世帯類型別にみると、ひとり親（母親）世帯は「友達と仲良くしている」「学

校の先生からよいところを認められている」に「とてもそう思う」と回答した割合が低く

なっています。 

●友達と仲良くしている（小学５年生） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●学校の先生からよいところを認められている（小学５年生） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

　全　体 (1,020)

生活困難層 (87)

中間層 (251)

非該当層 (682)

ひとり親（母親）世帯の
生活困難層

(44)

ひとり親（母親）世帯の
非生活困難層

(57)

その他の世帯 (919)

81.6

79.7

84.2

75.0

71.9

83.9

16.1

17.9

13.5

25.0

24.6

13.7

2.3

1.2

1.0

1.8

1.2

1.2

1.3

1.8

1.2

(%)
ｎ

82.8 14.8

1.2

1.2

と

て

も

そ

う

思

う

少

し

は

そ

う

思

う

思

わ

な

い

　

無

回

答

生
活
困
難
層
別 

世
帯
類
型
別 

ひ
と
り
親
（
母
親
） 

　全　体 (1,020)

生活困難層 (87)

中間層 (251)

非該当層 (682)

ひとり親（母親）世帯の
生活困難層

(44)

ひとり親（母親）世帯の
非生活困難層

(57)

その他の世帯 (919)

26.4

35.1

39.3

29.5

29.8

38.0

55.2

53.0

48.5

50.0

57.9

49.7

18.4

10.8

10.4

20.5

10.5

10.8

1.2

1.8

1.8

1.5

(%)
ｎ

37.2 50.2 11.2

1.5

と

て

も

そ

う

思

う

少

し

は

そ

う

思

う

思

わ

な

い

　

無

回

答

生
活
困
難
層
別 

世
帯
類
型
別 

ひ
と
り
親
（
母
親
） 
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⑥子どもの非認知能力 

子ども自身にふだん考えていることについてたずねたところ、「自分には自信がある」に

ついて「とても思う」「少しは思う」と回答した割合の合計は、生活困難層で低くなってい

ます。年齢別にみると、小学 5年生と比べて中学 2年生は「とても思う」「少しは思う」

と回答した割合の合計が低くなっています。世帯類型別にみると、ひとり親（母親）世帯

では、生活困難層は非生活困難層に比べて「とても思う」「少しは思う」と回答した割合の

合計が低くなっています。 

●ふだん考えていること 自分には自信がある 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  全  体 (1,979)

生活困難層 (154)

中間層 (468)

非該当層 (1,357)

小学５年生
全体

(1,020)

小学５年生
生活困難層

(87)

小学５年生
非該当層（中間層含む）

(933)

中学２年生
全体

(959)

中学２年生
生活困難層

(67)

中学２年生
非該当層（中間層含む）

(892)

ひとり親（母親）世帯の
生活困難層

(78)

ひとり親（母親）世帯の
非生活困難層

(134)

その他の世帯 (1,767)

22.7

28.6

28.7

34.4

23.0

35.5

21.7

22.4

21.6

21.8

26.1

28.7

43.5

50.2

48.3

51.2

47.1

51.6

45.5

38.8

46.0

42.3

46.3

48.8

31.8

20.1

20.9

13.0

27.6

11.7

30.6

37.3

30.0

33.3

26.9

20.6

1.9

1.1

2.1

1.4

2.3

1.3

2.3

1.5

2.4

2.6

0.7

1.9

(%)
ｎ

28.2 48.4 21.5

1.8

と

て

も

思

う

少

し

は

思

う

思

わ

な

い

無

回

答

生
活
困
難
層
別 

小
学
５
年
生 

生
活
困
難
層
別 

中
学
２
年
生 

生
活
困
難
層
別 

世
帯
類
型
別 

ひ
と
り
親
（
母
親
） 
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４ 入間市児童福祉審議会条例 

 

○入間市児童福祉審議会条例 

平成 11年９月 29日 

条例第 18号 

改正 平成 13年２月 28日条例第 3号 

平成 13年６月 28日条例第 12号 

平成 14年３月 28日条例第 20号 

平成 25年６月 27日条例第 16号 

平成 27年３月 25日条例第 ８号 

平成 28年９月 30日条例第 27号 

（設置） 

第１条 児童福祉法（昭和 22年法律第 164号）第８条第３項及び子ども・子育て支援法

（平成 24年法律第 65号）第 77条第１項の規定に基づき、入間市児童福祉審議会（以

下「審議会」という。）を置く。 

（平 14条例 20・平 25条例 16・一部改正） 

（所掌事務） 

第２条 審議会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事務を行う。 

(1) 児童の健やかな育成及び子育て支援に関する基本的事項について調査審議すること。 

(2) 子ども・子育て支援法第 77条第１項各号に掲げる事務を処理すること。 

（平 25条例 16・全改） 

（組織） 

第３条 審議会は、委員 15人以内をもって組織し、児童の福祉又は教育に関する事業に従

事する者、学識経験のある者及び知識経験のある者のうちから、市長が委嘱する。 

（平 13条例３・平 14条例 20・平 25条例 16・一部改正） 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（平 13条例３・一部改正） 

（会長及び副会長） 

第５条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。 

２ 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。 
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４ 審議会は、必要と認めるときは、関係者に対し、出席を求めて意見又は説明を聴くこと

ができる。 

（庶務） 

第７条 審議会の庶務は、こども支援部こども支援課こども政策室において処理する。 

（平 13条例 12・平 27条例８・平 28条例 27・一部改正） 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成 11年 10月１日から施行する。 

（入間市保育所運営協議会条例の廃止） 

２ 入間市保育所運営協議会条例（昭和 55年条例第９号）は、廃止する。 

（任期の特例） 

３ この条例の施行の際、最初に委嘱される委員の任期は、第４条第１項の規定にかかわら

ず、平成 13年３月 31日までとする。 

（入間市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正） 

４ 入間市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和 31年条

例第 28号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（平成 13年条例第３号） 

１ この条例は、平成 13年４月１日から施行する。 

２ 第１条から第 31条までの規定による改正後の条例の規定は、平成 13年４月１日以後

にする委嘱（同日前に委嘱又は任命された委員の補欠としてする委嘱を除く。）から適用

する。 

附 則（平成 13年条例第 12号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成 14年４月１日から施行する。 

附 則（平成 14年条例第 20号） 

この条例は、平成 14年４月１日から施行する。 

附 則（平成 25年条例第 16号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 27年条例第８号） 

この条例は、平成 27年４月１日から施行する。 

附 則（平成 28年条例第 27号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成 29年４月１日から施行する。  
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５ 入間市児童福祉審議会委員名簿 

 

（平成 30年度～令和元年度在籍者・敬称略 順不同） 

番号 区分 氏名 所属団体当 任期 

1 
 

平岡
ひらおか

 芳
よし

太郎
た ろ う

 民生委員・児童委員協議会 
平成２９年７月 1日～ 

令和３年６月３０日 

2 
 

野口
の ぐ ち

 春美
は る み

 民間保育園園長会 
平成２９年７月 1日～ 

令和３年６月３０日 

3 
 

田辺
た な べ

 曉
あけ

己
み

 私立幼稚園連絡協議会 
平成３１年４月 1日～ 

令和３年６月３０日 

4 
 

細川
ほそかわ

 順子
じゅんこ

 私立幼稚園連絡協議会 
平成２９年７月 1日～ 

平成３１年３月３１日 

5 
 

髙山
たかやま

 茂
しげ

幸
ゆき

 青少年健全育成推進協議会 
令和元年７月 1日～ 

令和３年６月３０日 

6 
 

柳田
やなぎだ

 淳
じゅん

志
じ

 青少年健全育成推進協議会 
平成２９年７月 1日～ 

令和元年６月３０日 

7 
 

浦嶋
うらしま

 健二
け ん じ

 保育所連絡会 
令和元年７月 1日～ 

令和３年６月３０日 

8 
 

小林
こばやし

  誠
まこと

 保育所連絡会 
平成２９年７月 1日～ 

令和元年６月３０日 

9 
 

苔
こけ

縄
なわ

 雅
まさ

恵
え

 事業主代表 
平成２９年７月 1日～ 

令和３年６月 30日 

10 
 

大森
おおもり

 洋司
ひ ろ し

 労働者代表 
平成２９年７月 1日～ 

令和３年６月 30日 

11 
 

米山
よねやま

みどり 社会福祉施設第三者委員 
平成２９年７月 1日～ 

令和３年６月 30日 

12 
 

宮岡
みやおか

 幸江
さ ち え

 地域の子育て支援関係者 
平成２９年７月 1日～ 

令和３年６月 30日 

13 
 

大澤
おおさわ

 力
つとむ

 学識経験者 
平成２９年７月 1日～ 

令和３年６月 30日 

14 
 

桂川
かつらがわ

 泰
たい

典
すけ

 学識経験者 
平成２９年７月 1日～ 

令和３年６月 30日 

15 会 長 池田
い け だ

  拓
たく

 知識経験者 
平成２９年７月 1日～ 

令和３年６月 30日 

16 副会長 石川
いしかわ

 和子
か ず こ

 公募委員 
平成２９年７月 1日～ 

令和３年６月 30日 

17 
 

島田
し ま だ

 可南子
か な こ

 公募委員 
令和元年７月 1日～ 

令和３年６月３０日 

18 
 

髙
たか

垣
がき

 夕
ゆ

紀
き

 公募委員 
令和元年７月 1日～ 

令和３年６月３０日 

19 
 

関
せき

 秀
ひで

雄
お

 公募委員 
平成２９年７月 1日～ 

令和元年６月３０日 

20 前副会長 晝間
ひ る ま

 達夫
た つ お

 公募委員 
平成２９年７月 1日～ 

令和元年６月３０日 
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６ 入間市子ども・子育て支援事業計画策定委員会設置要綱 

 

〇入間市子ども・子育て支援事業計画策定委員会設置要綱 

 

 （設置） 

第１条 子ども子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第６１条の規定により、教育・保

育及び地域の子ども・子育て支援事業の提供体制の確保その他、同法に基づく業務の円滑

な実施に関する、入間市子ども・子育て支援事業計画（以下「事業計画」という。）を策定

し、及び検証するため、入間市子ども・子育て支援事業計画策定委員会（以下「委員会」

という。）を置く。 

 （所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。 

（１）事業計画を策定するための調査研究、計画立案及び計画の検証に関すること。 

（２）情報収集に関すること。 

（３）前二号に掲げるものの他、委員長が必要と認める事項に関すること。 

 （組織） 

第３条 委員会の委員は、こども支援部こども支援課こども政策室長及び次に掲げる課に属

する職員のうちから、当該課の長の指名する職員をもって組織する。 

（１）企画部企画課 

（２）福祉部障害者支援課 

（３）こども支援部こども支援課 

（４）こども支援部保育幼稚園課 

（５）こども支援部青少年課 

（６）健康推進部地域保健課 

（７）教育部学校教育課 

 （委員長） 

第４条 委員会に委員長を置き、委員長はこども支援部こども支援課こども政策室長とする。 

２ 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。 

 （会議） 

第５条 委員会は委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。 

 （関係者の出席） 

第６条 第２条の所掌事務について、委員長が必要と認めたときは、関係職員の出席を求め、

説明又は意見を聴くことができる。 

 （庶務） 

第７条 委員会の庶務は、こども支援部こども支援課こども政策室において処理する。 

 （委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。 

 附 則 

この要綱は、平成２５年９月１日から施行する。 
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附 則 

この要綱は、平成２８年１月１５日から施行する。 

 附 則 

この要綱は、平成２９年５月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 
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７ 入間市子どもの貧困対策推進検討委員会規程 

 

 〇入間市子どもの貧困対策推進検討委員会規程 

 

 （設置） 

第１条 子どもの貧困に対する施策の推進に関し検討するため、入間市子どもの貧困対策推

進検討委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

 （所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について調査検討する。 

⑴ 子どもの貧困に関する実態調査に関すること。 

⑵ 子どもの貧困に関する支援体制の整備に関すること。 

⑶ 子どもの貧困に関する支援の実施の調整に関すること。 

⑷ 前三号に掲げるもののほか、子どもの貧困対策の推進に関すること。 

 （組織） 

第３条 委員会の委員は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。 

 （委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。  

２ 委員長はこども支援部次長の職にある者を、副委員長は委員の互選による者をもって、

これに充てる。 

３ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 （会議） 

第５条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。 

２ 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。 

 （関係者の出席） 

第６条 子どもの貧困に関し、委員長が必要と認めたときは、関係者の出席を求め、説明又

は意見を聴くことができる。 

 （庁内連携会議） 

第７条 子どもの貧困に対する施策の連携のため、委員会に庁内連携会議を置くことができ

る。 

 （庶務） 

第８条 委員会の庶務は、こども支援部こども支援課こども政策室において処理する。 

 （委任） 

第９条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。 

   附 則 

 この規程は、平成３０年１月４日から施行する。 

 

別表（第３条関係） 
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 こども支援部次長 

企画部企画課政策推進室長 

市民生活部人権推進課長 

福祉部生活支援課長 

こども支援部こども支援課長 

健康推進部地域保健課長 

教育部学校教育課長 

教育部社会教育課長 
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８ 入間市児童福祉審議会 諮問 

 

【諮問書】 

入こ支発第１０２５号        

平成３０年１２月２１日 

入間市児童福祉審議会 

会長  池 田   拓 様 

 

入間市長 田 中 龍 夫 

 

入間市子ども・子育て支援事業計画の素案について（諮問） 

  

 入間市児童福祉審議会条例（平成１１年条例第１８号）第２条の規定に基づき、下記の事

項について、貴審議会の意見を求めます。 

記 

 

１ 諮問事項 

   次期入間市子ども・子育て支援事業計画の素案について 

２ 諮問の趣旨 

   市では、子ども・子育て支援法第６１条に基づき、「質の高い幼児期の学校教育・保育

の総合的な提供」、「保育の量的拡大及び確保」、「地域の子ども・子育て支援の充実」を

図るため平成２７年３月に「入間市子ども・子育て支援事業計画」を策定し、様々な子

育て支援施策を推進してまいりました。 

   現計画が平成３１年度を終期としていることから、子育て家庭を取り巻く状況の変化

や地域のニーズを踏まえ、平成３２年度から平成３６年度までの５年間を計画期間とす

る次期入間市子ども・子育て支援事業計画の素案について、ご審議いただきたく諮問す

るものです。 
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９ 入間市児童福祉審議会 答申 

 

【答申書】 

             令和元年１０月３０日 

 

 入間市長 田 中 龍 夫 様 

 

入間市児童福祉審議会 

会長 池 田   拓         

 

入間市子ども・子育て支援事業計画の素案について（答申） 

  

 平成３０年１２月２１日付け入こ支発第１０２５号で諮問のあった次期入間市子ども・子

育て支援事業計画の素案について、下記のとおり答申いたします。 

 なお、本計画の発行及びこれに基づく事業推進に当たっては、下記の事項について配慮す

るよう意見申し上げます。 

 

記 

 

１ 答 申  

入間市子ども・若者未来応援プラン素案（別紙） 

２ 附帯意見 

⑴ 本計画の発行に当たっては、計画の概要を子ども・若者を含めた市民に分かりやすく

伝えられるよう、見やすく、分かりやすい概要版を併せて発行されたい。 

⑵ 幼児教育・保育の無償化の開始による幼児教育・保育ニーズの変動に注視し、ニーズ

への適切な対応に努められたい。 

⑶ 子どもの最善の利益を尊重し、子どもの育ちを支えるまちづくりを推進するための子

どもの権利に関する条例について、研究されたい。 

 


